
学校番号（９２）              

令和３年度      教 育 課 程 

      福島県立郡山支援学校 

Ⅰ 学校教育目標 

 １ 教育目標 

   校訓「明るく・正しく・たくましく」 

一人一人のよさや可能性を広げ、「生活に生きる力」を育み、自立し社会参加できる児童生徒の育成を目指す。 

○主体的に生きる児童生徒 

○心豊かに生きる児童生徒 

○健やかに生きる児童生徒 

  

２ 重点目標 

    学びの履歴を確認し、育成を目指す資質・能力を明らかにして、各教科等の内容を明確にした授業づくりを実践

する。 

     

Ⅱ 小学部 

１ 学部目標       

（１）児童一人一人の的確な実態の把握に努め、個に応じた基礎的・基本的事項の指導の充実を図り、主体的に生きて

いくことができる児童の育成を目指す。 

（２）自分の思いや考えを表出したり、選択したりする力を養うとともに、環境や他者に自らかかわり、心豊かに生き

ていくことができる児童の育成を目指す。 

（３）家庭や関係機関との連携を図り、心身の健康状態の保持増進や基本的な生活習慣の確立に努め、健やかに生 

きていくことができる児童の育成を目指す。 

 

２ 教育課程編成上の方針 

（１）教育課程編成の基本方針 

ア 小学校学習指導要領及び特別支援学校学習指導要領の趣旨や、特別支援教育の基本的な考え方を十分に踏ま

え、児童の「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」をバランスよく育成し、特色ある教育や特色ある学校づ

くりの推進を図るように、児童の障がいの状態及び発達の段階や特性等を的確に把握し、学校及び小学部の実態

等を考慮して編成する。 

イ 地域社会や他の小学校と交流及び共同学習を推進し、共に理解し学び合う環境を整えられるように編成する。 

ウ 児童の自立と社会参加の視点を重視し、学習状況や自立活動における実態を把握し、個別の指導計画を作成・

評価・改善し、それらを踏まえて適切に編成する。 

エ 小学校に準ずる教育課程（類型Ⅰ）、重複障がい者等に関する教育課程（類型Ⅱ）、訪問教育に関する教育課 

程（類型Ⅲ）の３類型で編成する。 

     類型Ⅰについては、小学校に準じて各教科、特別の教科である道徳（以下「道徳科」という。）、外国語活

動、総合的な学習の時間、特別活動、及び自立活動で編成する。 

     類型Ⅱについては、重複障がい者等に関する教育課程の取扱いを適用して、知的障がい者を教育する特別支援

学校の各教科の目標及び内容に代替し、編成する。また、障がいの状態により特に必要がある児童については、

各教科の指導を取り入れながら、自立活動を主として編成する。 

     類型Ⅲについては、児童一人一人の障がいや健康の状態を考慮して、授業時数を適切に配当しながら、自立活

動を主として編成する。 

オ 生活に生きる力を育むために必要な基礎的・基本的な知識及び技能の習得を図るとともに、これらを活用して

課題を解決するために必要な力の育成を目指し、中学部、高等部との指導の一貫性・継続性を考慮して系統的、

発展的に展開できるよう編成する。 

（２）学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の取扱い 

     学校生活における豊かな体験を通して思いやりの心情や望ましい人間関係の育成を図り、具体的な場面や様々

な交流の機会を通して、他者と共によりよく生きる上で基盤となる道徳的価値観の形成を図る指導を充実させる。 

     指導に当たっては、道徳科の時間を要として各教科、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動及び自立活

動における道徳教育と密接な関連を保ちながら計画的、発展的な指導を行う。 

（３）学校の教育活動全体を通じて行う体育・健康の取扱い 

     児童が健康で安全な生活を送るための基礎的な能力を培い、自主的に運動に親しめるよう、体育科の時間の指

導を中心として各教科、特別活動における体力の向上や健康・安全にかかわる諸活動及び自立活動の指導を通し

て計画的、継続的な指導を行う。 



     また、望ましい食習慣の形成を図るため、給食の時間はもとより、教育活動全体を通して「食に関する指導」

の充実を図り、現在及び将来にわたる健全な心と身体を培い豊かな人間性を育む指導を行う。さらに、児童一人

一人の食べる機能の発達の段階や食に関する実態に応じて食事環境を整え、学校、家庭及び医療機関との連携を

図りながら一貫した継続的な指導を行う。 

     放射線等の基礎的な性質についての理解を深めるとともに、放射線から身を守る方法等について、学校安全計

画や各教科等の指導計画に位置づけるなどして、教育活動全体を通じて計画的、組織的に指導を行い、児童が心

身ともに健康で安全な生活を送ることができるようにする。 

     性に関する指導では、健康に過ごすための生活習慣を形成し、身の回りを清潔に保つ意識を高め、自分の体に

ついて理解を深めることができるようにする。また、身近な教師や友達と接する中で、周りの様子に目を向け、

場に応じたふるまい方ができるように指導を行う。 

（４）学校の教育活動全体を通じて行う自立活動の取扱い 

     児童が自分の課題を乗り越えて、可能性を最大限に伸ばし、現在及び将来の自立・社会参加に向けて主体的に

取り組むよう指導する。児童一人一人の障がいの状態や発達の段階等を的確に把握して課題を明確にし、適切な

指導目標を設定する。さらに、自立活動の内容の中から必要とする項目を選定し、相互に関連付け具体的に指導

内容を設定し、個別の指導計画の下、自立活動の時間における指導を中心に各教科等との密接な関連を保ちなが

ら教育活動全体を通じて計画的、組織的に指導する。  

必要に応じて、外部の専門家の指導・助言を求め適切な指導ができるようにする。特に、医療的ケアを必要と

する児童の「健康の保持」の内容については、医師・看護師等の専門的な知識・技能を有する者との連携協力を

図り、個別的配慮をしながら指導に当たる。 

（５）重複障がい者等に関する教育課程の取扱い 

ア 重複障がい者のうち、知的障がいのある児童については、教育課程編成上の基本方針（１）エに基づいて編成

する。 

（ア）生活、国語、算数、音楽、図画工作、体育の各教科及び道徳科、特別活動、自立活動で編成する。 

（類型Ⅱ１、Ⅱ２、Ⅱ４） 

（イ）障がいのため通学して教育を受けることが困難な児童については、教員を家庭に派遣し自立活動を主として   

編成する。(類型Ⅲ） 

 （６）当該年度に改善または努力する事項    

     学びの履歴を確認し「何を学ぶか」をおさえ、各教科等の特質に応じて言葉を大切にした授業づくりに努める。 

（７）その他必要な事項 

ア 創立記念日は１１月１日（月）である。 

イ「ふくしま教育の日」の趣旨を踏まえ、「ふくしま教育週間」の事業として１０月３０日（土）に四つ葉祭を実

施し、保護者や地域の方々に公開する。１１月２日（火）を振替休業日とする。 

ウ 第1学年と２学年の遠足を９月２１日（火）に、第３学年と４学年の遠足を９月２８日（火）に、第５学年の

遠足を９月１０日（金）に実施する。 

   エ 第６学年の修学旅行を９月２２日（水）にいわき方面において実施する。 

   オ ３月３日（木）は、高等部入学者選抜実施のため休業日とする。 

カ  放射線に関する学習については、児童の実態に応じて各教科等と関連づけて指導を行う。 

キ 一人一人の発達段階に応じた情報活用の実践的な指導に努め、情報活用能力の育成を図る。 

 

３ 授業日数及び授業時数 

（１）年間授業日数 

学期／学

年 
第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 備   考 

第１学期 ７２日 ７２日 ７２日 ７２日 ７２日 ７２日  

第２学期 ８２日 ８２日 ８２日 ８２日 ８２日 ８２日  

第３学期 ４８日 ４８日 ４８日 ４８日 ４８日 ４４日 第６学年は、３月１６日卒業式のため 

計 ２０２日 ２０２日 ２０２日 ２０２日 ２０２日 １９８日  

（２）年間授業時数（別表） 

  

（３）１単位時間４５分 

 

 

 

 

 



４ 教育課程実施上の方針 

○ 通常の学級における教育課程実施上の方針  

＜類型Ⅰ＞ 

（１）各教科 

 ア 国語 

 言語活動を通して、国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力を育成する。 

言語概念等の形成を的確に図る、認知の特性、習得状況等を考慮する、身体の動きや意思の表出の状態に応じて、

補助具や補助的手段や情報機器を活用するなどしながら、指導内容を適切に設定するなどし、指導の効果を高める

ようにする。 

 イ 社会 

     課題を追究したり解決したりする活動を通して、グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な 

国家及び社会の形成者に必要な公民としての資質・能力の基礎を育成する。 

     学習時の姿勢や認知の特性等に配慮する、身体の動きや意思の表出の状態に応じて、補助具や補助的手段や情報 

機器を活用するなどしながら、指導の効果を高めるようにする。 

 ウ 算数 

     数学的活動を通して、数学的に考える資質・能力を育成する。 

          学習時の姿勢や認知の特性等に配慮する、身体の動きや意思の表出の状態に応じて、補助具や補助的手段や情報 

機器を活用するなどしながら、指導の効果を高めるようにする。 

 エ 理科 

     自然に親しみ、見通しをもって観察、実験を行うことなどを通して、自然の事物・現象についての問題を科学的 

に解決するために必要な資質・能力を育成する。 

          学習時の姿勢や認知の特性等に配慮する、身体の動きや意思の表出の状態に応じて、補助具や補助的手段や情報 

機器を活用するなどしながら、指導の効果を高めるようにする。 

   オ 生活 

     具体的な活動や体験を通して、身近な生活に関わる見方・考え方を生かし、自立し生活を豊かにしていくための 

資質・能力を育成する。 

          日々の日課に即した、体験的な活動を通して、言語概念等の形成を的確に図り、児童の障がいの状態に応じ、学 

習内容の理解が深まるよう配慮する。 

 カ 音楽 

     表現及び鑑賞の活動を通して、生活や社会の中の音や音楽と豊かに関わる資質・能力を育成する。 

          学習時の姿勢に配慮する、身体の動きに応じて、補助具や補助的手段を活用するなどし、指導の効果を高める。 

 キ 図画工作 

     表現及び鑑賞の活動を通して、造形的な見方・考え方を通して、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わる資 

質・能力を育成する。 

          学習時の姿勢に配慮する、身体の動きに応じて、補助具や補助的手段を活用するなどし、指導の効果を高める。 

 ク 家庭 

生活の営みに係る見方・考え方を働かせ、衣食住などに関する実践的・体験的な活動を通して、生活をよりよく

しようと工夫する資質・能力を育成する。 

           学習時の姿勢に配慮する、身体の動きに応じて、補助具や補助的手段を活用するなどし、指導の効果を高める。 

 ケ 体育 

     体育科における課題を見付け、その解決に向けた学習過程を通して、心と体を一体として捉え、生涯にわたっ 

て心身の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を育成する。 

          学習時の姿勢に配慮する、身体の動きに応じて、補助具や補助的手段を活用するなどし、指導の効果を高める。 

 コ 外国語 

     外国語による聞くこと、読むこと、話すこと、書くことの言語活動を通してコミュニケーションを図る基礎とな 

る資質・能力を育成する。 

          学習時の姿勢や認知の特性等に配慮する、身体の動きや意思の表出の状態に応じて、補助具や補助的手段や情 

報機器を活用するなどし、指導の効果を高める。 

（２）特別の教科 道徳 

    各教科等と密接な関連を保ちながら、計画的、発展的な指導によって道徳的価値の自覚及び自己の生き方につい 

ての考えを育成する。 



指導に当たっては、生活に結びついた具体的な活動を通して、実際的な体験活動を重視することにより、豊かな 

道徳的心情を育て、道徳的判断力、実践力が身に付くように指導する。 

（３）外国語活動 

    外国語による聞くこと、話すことの言語活動を通して、コミュニケーションを図る素地となる資質・能力を育成 

する。 

     学習時の姿勢や認知の特性等に配慮する、身体の動きや意思の表出の状態に応じて、補助具や補助的手段や情報 

機器などを活用するなどし、指導の効果を高める。 

（４）総合的な学習の時間 

   ア 児童の興味・関心の中から課題を見つけ、地域や学校の特色、児童の実態に応じた課題について、体験的な活動 

を通して自ら学び、自ら考え、主体的に判断し解決していこうとする力を育成する。 

イ 名称については「総合」とする。 

ウ 学習活動の内容については、校内外の多様な人々との交流及び共同学習を中心とする「交流の時間」、児童の興 

味・関心に基づく課題に主体的に取り組んでいく「調べの時間」を中心に行う。また、計画や成果等を発表したり

意見交換をしたりする機会を設け、児童一人一人が主体的、創造的、協働的に取り組めるよう配慮する。 

（ア）「交流の時間」                           

学年の枠を外した児童同士や近隣の小学校の児童、さらには地域住民など多様な人々とのかかわりの中で、周

囲の人々や環境に対して自ら働きかける力を養い、生活経験を広め好ましい人間関係を築くために活動を行う。

その際、心身の活動を活発にし、意欲的に取り組めるようなかかわり方を工夫する。 

（イ）「調べの時間」     

       児童の興味・関心に基づき、国際理解、情報、環境、福祉・健康及び地域の人々の暮らし、伝統と文化などの

課題について横断的、総合的に取り組み、そこでの学習や気付きが自己の生き方を考えることに結びつくように

工夫する。 

エ 児童の身体の状態や生活経験に応じて指導内容を適切に精選し、指導方法を工夫する。また、コンピュータなど

の情報機器を有効に活用して、指導の効果を高める。 

 （５）特別活動 

   ア 学級活動 

       学級活動を通して、望ましい人間関係を形成し、集団の一員としてよりよい生活づくりに参画して、学級や学 

校における諸問題を解決しようと話し合いや合意形成をして互いに協力し合い、様々な集団活動に自主的、実践 

的に取り組む態度を育てる。 

イ 児童会活動 

       代表委員会や委員会活動及び集会活動を通して、学級・学年を超えて児童同士が互いに協力し、学校生活を楽 

しく豊かなものにするために、計画や役割分担をして運営しようとする自主的、実践的な態度を育てる。 

       委員会活動は、第４学年以上の児童で組織する。 

ウ クラブ活動 

       第４学年以上の児童で組織し、共通の興味・関心を追求する活動を通して個性の伸長を図り、学級・学年を超 

えて児童同士が互いに協力し、よりよい活動とするための内容や方法について意欲的に考えたり、工夫したりし 

ていこうとする態度を育てる。 

エ 学校行事 

       日常の教育活動の成果を総合的に発展させる場となるよう、各教科、道徳科、外国語活動、総合的な学習の時 

間、特別活動の他の内容及び自立活動との関連を図り、全体として調和のとれた学校行事を展開する。また、可

能な限り児童の体験的な活動を組織して、経験の拡充を図り、自主的、実践的態度を育成する。 

      学校行事の実施に当たっては、児童の健康・安全を考慮して負担過重にならないように配慮するとともに、各 

行事のねらいを明確にし、その意義を理解させ、積極的な参加意欲を喚起するように事前及び事後指導の充実を 

図る。 

（６）自立活動 

    自立活動チェックリスト等を参考にして実態把握を行い、個々の障がいの状態や発達の段階などを考慮して、 

６区分２７項目の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的に指導内 

容を設定し、指導する。 

○ 重複障がい学級における教育課程実施上の方針 

＜類型Ⅱ１＞ 

（１）各教科 

ア 生活 

      具体的な活動や体験を通して自分自身と社会や自然との関わりについて理解し、生活を豊かにしようとする習慣 

や技能を育成する。 

    交流及び共同学習においては、人数や年齢幅が異なる集団の中で一緒に活動したり簡単な役割を果たしたりする



経験を通して、社会性や豊かな人間性を育み、様々な集団に進んで参加しようとする態度の育成を目指す。 

日々の日課に即した、体験的な活動を通して、言語概念等の形成を的確に図り、児童の障がいの状態や発達段 

階に応じ、学習内容の理解が深まるよう配慮する。 

イ 国語 

     日常生活に必要な国語の知識や技能を身に付けるとともに、人との関わりの中で伝え合う力を身に付け、思いや 

考えを伝え、受け止めようとする力の育成を目指す。 

      児童の言語発達の程度や身体の動きの状態に応じた指導内容を適切に設定したり、補助具などの活用を図ったり 

して、学習内容の理解が深まるように配慮する。 

  ウ 算数 

     数量や図形などについての基礎的・基本的な概念や性質、直感的に捉える力などを育成し、算数で学んだことを 

数学的活動を通して表現し、伝え合おうとする力の育成を目指す。 

        障がいの状態や発達の段階、認知の特性や内容の習得状況に応じて、体験的な活動を取り入れたり、補助具など 

の活用を図ったりして、学習内容の理解が深まるように配慮する。 

エ 音楽 

       曲名や曲想と音楽のつくりについて気付くとともに、音楽表現に対する思いを持ち、音や音楽に楽しくかかわり、 

協働して音楽活動をする楽しさを感じることができる力の育成を目指す。 

         児童の身体の動きや姿勢、言語理解や発声・発語の状況等に配慮した教材や補助具を効果的に活用する。 

  オ 図画工作 

     表現及び鑑賞の活動を通して、表したいことに合わせて材料や用具を使う、自分の見方や感じ方を広げるなどし 

ながら、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を育成することを目指す。 

児童の身体の動きや姿勢、認知の特性に配慮した材料や用具、補助具を効果的に活用する。 

  カ 体育 

     運動の動きを身に付ける、健康な生活の仕方を工夫する、考えたことや気付いたことを他者に伝えるなどしな 

がら、心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力の育成を目指す。 

         児童の身体の動きや姿勢、認知の特性に配慮した用具、補助具の効果的な活用を行ったり、指導内容を適切に設定 

したりする。 

（２）特別の教科 道徳 

児童の発達の段階を十分に考慮しながら、基本的な生活習慣や社会生活上のきまりを身につけ、道徳的心情や明

るい生活態度を養うようにする。 

指導に当たっては、道徳科の時間を要とし、具体的な場面を通して、児童一人一人の特性に応じて適切に指導す

る。 

（３）特別活動 

 ア 学級活動 

     望ましい人間関係やよりよい生活作りに参画できるよう、生活に結びついた実際的な場面で具体的な活動を通し 

て、自主的・実践的に取り組む態度を育てる。また、活発な集団活動が行われるように、各学級の状況により他の 

学級や学年と合同で行うようにする。 

イ 児童会活動 

      代表委員会や委員会活動及び集会活動を通して、学級・学年を超えた集団とのかかわりに慣れ親しみ、集団の一 

員として役割を積極的に果たすことにより、協力して学校生活を楽しく豊かなものにしていこうとする態度を育て

る。また、児童の障がいの状態及び発達の段階に応じてねらいを明確にし、多様な集団活動や役割を段階的に体験

できるよう工夫する。委員会活動は、第４学年以上の児童で組織する。 

ウ クラブ活動 

     第４学年以上の児童で組織し、共通の興味・関心を追求する活動を通して、学級・学年を超えて児童同士が互い 

に協力し、楽しく活動に取り組もうとする態度を育てる。 

エ 学校行事 

      日常の教育活動の成果を総合的に生かす場となるように、各教科、道徳科、特別活動の他の内容、及び自立活動 

との関連を図り、全体として調和のとれた学校行事を展開する。また、可能な限り児童の体験的な活動を設定し 

て、経験の拡充を図る。 

     学校行事の実施に当たっては、児童の健康・安全を考慮して負担過重にならないように配慮するとともに、児 

童の障がいの状態及び生活年齢や学習状況、発達段階に応じてねらいを明確にし、事前及び事後指導の充実を図 



る。   

（４）自立活動 

自立活動チェックリスト等を参考にして実態把握を行い、個々の障がいの状態や発達の段階などを考慮して、６

区分２７項目の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的に指導内容を

設定し、指導する。 

＜類型Ⅱ２＞ 

（１）各教科 

ア 生活 

     具体的な活動や体験を通して自分自身と社会や自然との関わりについて気付き、生活に生かそうとする習慣や技 

能を育成する。 

       交流及び共同学習においては、人数や年齢幅が異なる集団の中で協力して活動や作業に取り組む経験を通して、

社会性や豊かな人間性を育み、身近な集団活動に参加しようとする態度の育成を目指す。 

         日々の日課に即した、体験的な活動を通して、言語概念等の形成を的確に図り、児童の障がいの状態や発達段階に 

応じ学習内容の理解が深まるよう配慮する。 

イ 国語 

日常生活に必要な身近な言葉を身に付けるとともに、人との関わりの中で自分の思いを持つことができ、言葉で

のやり取りを聞いて伝えようとする態度を養う。 

       児童の言語発達の程度や身体の動きの状態に応じた指導内容を適切に設定したり、補助具などの活用を図ったり 

して、学習内容の理解が深まるように配慮する。 

ウ 算数 

     数量や図形などについての基礎的・基本的な概念や性質などを育成し、算数で学んだことを数学的活動を通して 

表現し、学習や生活に活用しようとする態度を育てる。 

        障がいの状態や発達の段階、認知の特性や内容の習得状況に応じて、体験的な活動を取り入れたり、補助具などの 

活用を図ったりして、学習内容の理解が深まるように配慮する。 

エ 音楽 

曲名や曲想と簡単な音楽のつくりについて気付くとともに、音楽表現を工夫することや表現することを通じて、 

    音楽活動をする楽しさに興味を持つことができる力の育成を目指す。 

     児童の身体の動きや姿勢、言語理解や発声・発語の状況等に配慮した教材や補助具を効果的に活用する。 

オ 図画工作 

     表現及び鑑賞の活動を通して、材料や用具を使う、表したいことを思い付く、作品の面白さや楽しさを感じ取った 

りするなどしながら、生活や社会の中で形や色などと豊かにかかわる資質・能力の育成を目指す。 

         児童の身体の動きや姿勢、認知の特性に配慮した材料や用具、補助具を効果的に活用する。 

カ 体育 

     教師の支援を受けながら楽しく運動をする、楽しさや感じたことを表現する、感じたことを他者に伝えるなどし 

ながら、心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力の育成を目指す。 

         児童の身体の動きや姿勢、認知の特性に配慮した用具、補助具の効果的な活用を行ったり、指導内容を適切に設定 

したりする。 

(２）特別の教科 道徳 

児童の発達の段階を十分に考慮しながら、学校生活の中で思いやりの心や社会生活の基本的なルールを身に付け、

明るい生活態度を養うようにする。 

指導に当たっては、道徳科の時間を要とし、具体的な場面を通して、児童一人一人の特性に応じて適切に指導す

る。    

(３）特別活動 

 ア 学級活動 

      望ましい人間関係やよりよい生活作りに参画できるよう、生活に結びついた実際的な場面で具体的な活動を通 

して、自主的・実践的に取り組む態度を育てる。また、活発な集団活動が行われるように、各学級の状況により 

他の学級や学年と合同で行うようにする。 

イ 児童会活動 

      代表委員会や委員会活動及び集会活動を通して、学級・学年を超えた集団とのかかわりに慣れ親しみ、集団の一 

員として役割を積極的に果たすことにより、協力して学校生活を楽しく豊かなものにしていこうとする態度を育て 

る。また、児童の障がいの状態及び発達の段階に応じてねらいを明確にし、多様な集団活動や役割を段階的に体験 



できるよう工夫する。委員会活動は、第４学年以上の児童で組織する。 

ウ クラブ活動 

       第４学年以上の児童で組織し、共通の興味・関心を追求する活動を通して、学級・学年を超えて児童同士が互 

いに協力し、楽しく活動に取り組もうとする態度を育てる。 

エ 学校行事 

       日常の教育活動の成果を総合的に生かす場となるように、各教科、道徳科、特別活動の他の内容、及び自立活 

動との関連を図り、全体として調和のとれた学校行事を展開する。また、可能な限り児童の体験的な活動を設定し 

て、経験の拡充を図る。 

      学校行事の実施に当たっては、児童の健康・安全を考慮して負担過重にならないように配慮するとともに、児 

童の障がいの状態及び生活年齢や学習状況、発達段階に応じてねらいを明確にし、事前及び事後指導の充実を図 

る。   

（４）自立活動 

自立活動チェックリスト等を参考にして実態把握を行い、個々の障がいの状態や発達の段階などを考慮し 

て、６区分２７項目の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的に指導

内容を設定し、指導する。 

＜類型Ⅱ４＞ 

（１）各教科 

ア 生活 

具体的な活動や体験を通して自分自身と社会や自然との関わりについて関心を持ち、生活に生かそうとする習慣

や技能を育成する。 

交流及び共同学習においては、人数や年齢幅が異なる集団の中で一緒に活動する経験を通して、身の回りの集団

に気付き、人との関わりに関心をもつなど、社会性や豊かな人間性を育む態度の育成を目指す。 

          日々の日課に即した、体験的な活動を通して、言語概念等の形成を的確に図り、児童の障がいの状態や発達段階 

に応じ、学習内容の理解が深まるよう配慮する。 

イ 国語 

     日常生活に必要な身近な言葉が分かるとともに、人との関わりの中で伝え合い、自分の思いを持つことができ、言 

葉を使おうとする態度を養う。 

         言語概念等の形成を図りながら、児童の言語発達の程度や身体の動きの状態に応じた指導内容を適切に設定した 

り、補助具などの活用を図ったりして、学習内容の理解が深まるように配慮する。 

ウ 算数 

     数量や図形などについての初歩的な概念や性質などに気付き、算数で学んだことを数学的活動を通して学習や生 

活に活用しようとする態度を育てる。 

         障がいの状態や発達の段階、認知の特性や内容の習得状況に応じて、体験的な活動を取り入れたり、補助具などの 

活用を図ったりして、学習内容の理解が深まるように配慮する。 

  エ 音楽 

     音や音楽に気付いて注意を向けたり、音楽的な表現を楽しんだりしながら、教師と一緒に音楽活動をする楽しさ 

を感じることができる力の育成を目指す。 

         児童の身体の動きや姿勢、言語理解や発声・発語の状況等に配慮した教材や補助具を効果的に活用する。 

オ 図画工作 

     表現及び鑑賞の活動を通して、材料や用具を使おうとする、表したいことを思い付く、作品を見るなどしながら、 

生活や社会の中で形や色などと豊かにかかわる資質・能力の育成を目指す。 

児童の身体の動きや姿勢、認知の特性に配慮した材料や用具、補助具を効果的に活用する。 

カ 体育 

     教師と一緒に楽しく体を動かす、楽しさや心地よさを表現できるようにする、必要な事柄を教師に伝えるなどし 

ながら、心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力の育成を目指す。 

         児童の身体の動きや姿勢、認知の特性に配慮した用具、補助具の効果的な活用を行ったり、指導内容を適切に設定 

したりする。 

（２）特別の教科 道徳 

 児童の意思疎通や内面を十分に考慮しながら、教師と児童及び児童相互の人間関係を広げたり深めたりして、明

るく健康的に生活する意欲を養うようにする。 

指導に当たっては、道徳科の時間を要とし、具体的な場面を通して適切に指導する。 



（３）特別活動 

  ア 学級活動 

     望ましい人間関係やよりよい生活作りに参画できるよう、生活に結びついた実際的な場面で具体的な活動を通し 

て、自主的・実践的に取り組む態度を育てる。また、活発な集団活動が行われるように、各学級の状況により他の 

学級や学年と合同で行うようにする。 

イ 児童会活動 

      代表委員会や委員会活動及び集会活動を通して、学級・学年を超えた集団とのかかわりに慣れ親しみ、集団の一 

員として役割を積極的に果たすことにより、協力して学校生活を楽しく豊かなものにしていこうとする態度を育て

る。また、児童の障がいの状態及び発達の段階に応じてねらいを明確にし、多様な集団活動や役割を段階的に体験

できるよう工夫する。委員会活動は、第４学年以上の児童で組織する。 

ウ クラブ活動 

     第４学年以上の児童で組織し、共通の興味・関心を追求する活動を通して、学級・学年を超えて児童同士が互い 

に協力し、楽しく活動に取り組もうとする態度を育てる。 

エ 学校行事 

      日常の教育活動の成果を総合的に生かす場となるように、各教科、道徳科、特別活動の他の内容、及び自立活動 

との関連を図り、全体として調和のとれた学校行事を展開する。また、可能な限り児童の体験的な活動を設定し 

て、経験の拡充を図る。 

     学校行事の実施に当たっては、児童の健康・安全を考慮して負担過重にならないように配慮するとともに、児童 

の障がいの状態及び生活年齢や学習状況、発達段階に応じてねらいを明確にし、事前及び事後指導の充実を図る。   

（４）自立活動 

自立活動チェックリスト等を参考にして実態把握を行い、個々の障がいの状態や発達の段階などを考慮して、６

区分２７項目の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的に指導内容を

設定し、指導する。 

○ 訪問学級における教育課程実施上の方針＜類型Ⅲ＞ 

（１）自立活動  

自立活動チェックリスト等を参考にして実態把握を行い、個々の障がいの状態や発達の段階などを考慮して、６区分

２７項目の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的に指導内容を設定し、

指導する。 

（２）特別の教科 道徳 

   児童の発達段階を十分に考慮しながら教師と児童の人間関係を深め、明るく健康的に生活する意欲を養うようにする。

指導に当たっては、道徳科の時間を要として特別活動及び自立活動との関連を密にしながら適切に指導する。 

（３）特別活動 

ア 学級活動 

           集団活動の具体的な場面を通して、体験的・実践的に学び、好ましい人間関係の育成を図る。 

イ 児童会活動 

            代表委員会や委員会活動及び集会活動を通して、より多くの人とのかかわりを積み重ねていく。また、児童の障

がいの状態及び発達の段階に応じてねらいを明確にし、多様な集団活動を体験できるよう工夫する。委員会活動

は、第４学年以上の児童で組織する。 

ウ クラブ活動 

     第４学年以上の児童で組織し、共通の興味・関心を追求する活動を通して、学級・学年を超えて児童同士が互い 

に協力し、楽しく活動に取り組もうとする態度を育てる。 

エ 学校行事 

            集団活動や体験的な活動を通して生活の経験を図る。学校行事の参加に当たっては、児童の健康と安全に配慮す

るとともに、参加形態についても工夫する。 

 

 

 

 

 

 



（別表）                      年間授業時数 

 小学部 

   類型Ⅰ（通常の学級） 

各 教 科 等 ＼ 学 年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

 

 

各教科 

 

 

国  語 ３１７ ３１８ ２４５ ２４５ １７５ １７９ 

社  会 ／ ／ ７０ ７１ １００ １０５ 

算  数 １２３ １７５ １８３ １９６ １８５ １７５ 

理  科 ／ ／ ９０ １１７ １０５ １０５ 

生  活 １１１ １０５ ／ ／ ／ ／ 

音  楽 ６８ ７０ ７９ ６７ ５１ ５４ 

図画工作 ７４ ７６ ７６ ７５ ５０ ５１ 

家  庭 ／ ／ ／ ／ ６０ ５５ 

体  育 ８０ ８０ ８０ ８０ ８０ ７７ 

外国語 ／ ／ ／ ／ ８０ ７２ 

特別の教科 道徳 ３９ ３９ ３８ ３８ ４０ ３７ 

外 国 語 活 動 ／ ／ ４０ ４０ ／ ／ 

総合的な学習の時間   ７８ ７０ ７０ ７０ 

特別 

活動 
学級活動 ３８ ３８ ３８ ３８ ３８ ３５ 

自 立 活 動 ７７ ７８ ３８ ３８ ３８ ３６ 

計 ９２７ ９７９ １０５５ １０７５ １０７２ １０５１ 

学 級 編 制       

 

類型Ⅱ１（重複障がい学級） 

各 教 科 等 ＼ 学 年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

各教科 

生  活 １９９ １４０ １４０ １４３ １２６ １３７ 

国  語 ５８ １９３ １９４ １９２ １９５ １８０ 

算  数 ５９ １１７ １５２ １４９ １８２ １８９ 

音  楽 ３９ ３９ ３９ ３８ ３８ ３８ 

図画工作 ３９ ４０ ４１ ７７ ７７ ７３ 

体  育 ７７ ７７ ７６ ６４ ７９ ６５ 

特 別 の 教 科  道 徳 ４０ ３７ ４１ ４０ ３８ ４０ 

特  別  活  動 ３８ ３８ ３８ ３８ ３８ ３８ 

自 立 活 動 ３７０ ２８２ ２８２ ２８２ ２８５ ２７９ 

計 ９１９ ９６３ １００３ １０２３ １０５８ １０３９ 

学 級 編 制       

 

類型Ⅱ２（重複障がい学級） 

各 教 科 等 ＼ 学 年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

各教科 

生  活 １９９ ２０３ ２４４ ２３１ ２０３ ２６７ 

国  語 ５８ ７６ ７５ ９８ １１１ １０２ 

算  数 ５９ ７７ ７６ ９８ １１１ １０２ 

音  楽 ３９ ３９ ３９ ３９ ３８ ３８ 

図画工作 ３９ ４１ ４１ ３８ ７５ ７２ 

体  育 ７７ ７６ ７７ ６８ ６６ ７８ 

特 別 の 教 科  道 徳 ４０ ４０ ４０ ４０ ４０ ４０ 

特  別  活  動 ３８ ３８ ３８ ３８ ３８ ３８ 

自 立 活 動 ３７０ ３７３ ３７３ ３７３ ３７６ ３０２ 

計 ９１９ ９６３ １００３ １０２３ １０５８ １０３９ 

学 級 編 制       

 

 

 

 



類型Ⅱ４（重複障がい学級） 

各 教 科 等 ＼ 学 年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

各教科 

生  活 ７０ ７１ ７１ １３７ １３７ １３４ 

国  語 ２８ ２９ ２９ ２７ ３８ ３９ 

算  数 ２８ ２９ ２９ ２７ ３８ ３９ 

音  楽 ３９ ３８ ３８ ３８ ３８ ３８ 

図画工作 ３９ ３７ ３７ ３８ ４０ ３７ 

体  育 ４０ ３８ ４０ ４０ ３７ ３６ 

特 別 の 教 科  道 徳 ４０ ４０ ４０ ４０ ４０ ４０ 

特  別  活  動 ３８ ３８ ３８ ３８ ３８ ３８ 

自 立 活 動 ５９７ ６４３ ６８１ ６３８ ６５２ ６３８ 

計 ９１９ ９６３ １００３ １０２３ １０５８ １０３９ 

学 級 編 制       

 

類型Ⅲ（訪問学級） 

各 教 科 等 ＼ 学 年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

特 別 の 教 科  道 徳 １０ １０ １０ １０ １０ １０ 

特  別  活  動 １０ １０ １０ １０ １０ １０ 

自 立 活 動 ２６０ ２６０ ２６０ ２６０ ２６０ ２６０ 

計 ２８０ ２８０ ２８０ ２８０ ２８０ ２８０ 

学 級 編 制  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ 中学部 

１ 学部目標 

（１）生徒一人一人の課題を明確にして個に応じたきめ細かな指導を実践し、主体的に生きていくことができる生徒の育成

を目指す。 

 （２）自分が感じたことや考えたことを表現したり、自分で選択したりする力を養うとともに、環境や他者に積極的にかか

わり、心豊かに生きていくことができる生徒の育成を目指す。 

 （３）家庭及び関係機関との連携を密にし、健康的な生活習慣の確立に努め、健やかに生きていくことができる生徒の育成

を目指す。 

 

２ 教育課程編成上の方針 

 （１）教育課程編成の基本方針 

   ア 中学校学習指導要領及び特別支援学校学習指導要領の趣旨や、特別支援教育の基本的な考え方を十分に踏まえ、生

徒の「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」をバランスよく育成し、特色ある教育や特色ある学校づくりの推進

を図るように、生徒の障がいの状態及び発達の段階や特性等を的確に把握し、学校及び中学部の実態等を考慮して編

成する｡ 

イ 地域社会や他の中学校と交流及び共同学習を深め、共に理解し学び合う環境を整えられるように編成する。 

ウ 生徒の自立と社会参加の視点を重視し、学習状況や自立活動における実態を把握し、個別の指導計画を作成・評

価・改善し、それらを踏まえて適切に編成する。 

   エ 中学校に準ずる教育課程（類型Ⅰ）、重複障がい者等に関する教育課程（類型Ⅱ）、訪問教育に関する教育課程

（類型Ⅲ）の３類型で編成する。 

類型Ⅰについては、中学校に準じて各教科、特別の教科である道徳（以下「道徳科」という。）、総合的な学の

時間、特別活動、及び自立活動で編成する。 

     類型Ⅱについては、重複障がい者等に関する教育課程の取扱いを適用して、知的障がい者を教育する特別支援学校

の各教科の目標及び内容に代替し、編成する。また、障がいの状態により特に必要がある場合には、各教科の指導を

取り入れながら、自立活動を主として編成する。 

     類型Ⅲについては、生徒一人一人の障がいや健康の状態を考慮して、授業時数を適切に配当しながら、自立活動

を主として編成する。 

オ 生活に生きる力を育むために必要な基礎的・基本的な知識及び技能の習得を図るとともに、これらを活用して課題

を解決するために必要な力の育成を目指し、小学部、高等部との指導の一貫性・継続性を考慮して系統的、発展的に

展開できるよう編成する。 

 （２）学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の取扱い 

     学校生活における具体的な場面や社会体験学習、自然体験学習などの豊かな体験を通して、生徒一人一人の実態に

応じた個別的、重点的な指導を工夫することにより、内面に根ざした道徳性を育成する。 

     また、望ましい人間関係や人間としての生き方についての自覚を深め、規律ある生活態度を育成するため、道徳科

の時間を要として各教科、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間における道徳教育との密接な関連を保ちなが

ら計画的、発展的な指導を行う。 

 （３）学校の教育活動全体を通じて行う体育・健康の取扱い 

     生徒一人一人が主体的に健康についての関心をもち、体力の向上や心身の健康の保持増進を図っていく資質や態度

の育成に努め、生涯を通じて運動に親しみ健康で安全な生活を実践するための基礎を培うために、保健体育科の時間

の指導を中心として各教科、特別活動における体力の向上や健康・安全にかかわる諸活動及び自立活動の指導を通し

て計画的、継続的な指導を行う。 

     また、望ましい食習慣の形成を図るため、給食の時間はもとより、教育活動全体を通して「食に関する指導」の充

実を図り、現在及び将来にわたる健全な心と身体を培い豊かな人間性を育む指導を行う。さらに、生徒一人一人の食

べる機能の発達の段階や食に関する実態に応じて食事環境を整え、学校、家庭及び医療機関との連携を図りながら一

貫した継続的な指導を行う。  

     放射線等の基礎的な性質についての理解を深めるとともに、放射線から身を守る方法等について、学校安全計画や

各教科等の指導計画に位置づけるなどして、教育活動全体を通じて計画的、組織的に指導を行い、生徒が心身ともに

健康で安全な生活を送ることができるようする。 

性に関する指導では、思春期における体の発育・発達や心の変化について正しい認識をもつことができるように

する。また、男女の性の違いを理解し、お互いの性を尊重する態度を育てることができるように指導を行う。 

 （４）学校の教育活動全体を通じて行う自立活動の取扱い 

     生徒が自分の課題を乗り越えて、可能性を最大限に伸ばし、現在及び将来の自立・社会参加に向けて努力していく

ことを目指して指導する。特に、生徒一人一人の障がいの状態や発達の段階等を的確に把握して課題を明確にし、適

切な指導目標を設定する。さらに、自立活動の内容の中から必要とする項目を選定し、相互に関連付け具体的に指導

内容を設定し、個別の指導計画の下、自立活動の時間における指導を中心に各教科等との密接な関連を保ちながら、



教育活動全体を通じて計画的、組織的な指導を行う。 

必要に応じて、外部の専門家の指導・助言を求め適切な指導ができるようにする。特に、医療的ケアを必要とする 

生徒の「健康の保持」の内容については、医師・看護師等の専門的な知識・技能を有する者との連携協力を図り、個

別的配慮をしながら指導に当たる。 

 （５）重複障がい者等に関する教育課程の取扱い 

   ア 重複障がい者のうち、知的障がいのある生徒については、教育課程編成上の基本方針（１）エに基づいて編成す

る。 

   （ア）類型Ⅱ１については、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業・家庭、外国語、道徳科の各教科

及び特別活動、自立活動、総合的な学習の時間で編成する。 

   （イ）類型Ⅱ２については、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業・家庭、道徳科の各教科及び特別

活動、自立活動、総合的な学習の時間で編成する。 

   （ウ）類型Ⅱ４については、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、道徳科の各教科及び特別活動、自立活

動、総合的な学習の時間で編成する。 

    イ 障がいのため通学して教育を受けることが困難な生徒については、教員を家庭に派遣し自立活動を主として編成す

る。（類型Ⅲ） 

 （６）当該年度に改善又は努力する事項 

     学びの履歴の確認から「何を学ぶか」をおさえて、各教科等の特質に応じた言語活動を意識しながら授業づくりに

努める。 

 

 （７）その他必要な事項 

ア 創立記念日は１１月１日 （月）である。 

イ 「ふくしま教育の日」の趣旨を踏まえ、「ふくしま教育週間」の事業として１０月３０日（土）に四つ葉祭を実

施し、保護者や地域の方々に公開する。１１月２日（火）を振替休業日とする。 

ウ 第１学年の学習旅行を９月３０日（木）の日程で猪苗代方面において実施する。 

エ 第２学年の宿泊体験学習を７月１日（木）、２日（金）の１泊２日の日程で校外において実施する。 

オ 第３学年の修学旅行を９月１５日（水）１６日（木）１７日（金）の２泊３日の日程で東京方面において実施す

る。 

カ ３月３日（木）は、高等部入学者選抜実施のため休業日とする。 

   キ 放射線に関する学習については、生徒の実態に応じて各教科等と関連づけて指導を行う。  

 

３ 授業日数及び授業時数 

 （１）年間授業日数 

 

学期／学年 

 

第１学年 第２学年 第３学年 備   考 

第１学期 

 

７２日 

 

 

７２日 

 

７２日 

 

第２学期 

 

８２日 

 

 

８２日 

 

８２日 

 

第３学期 

 

４８日 

 

 

４８日 

 

４４日 

第３学年は、３月１６日卒業式

のため 

計 

 

２０２日 

 

 

２０２日 

 

１９８日 

 

 

（２） 年間授業時数（別表） 

 

 （３） １単位時間  ５０分 

 

 

 

 



４ 教育課程実施上の方針 

○ 通常の学級における教育課程実施上の方針＜類型Ⅰ＞ 

（１）各教科 

  ア 国語 

    言語活動を通して、国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力を育成する。 

    認知の特性や習得内容の習得状況を考慮し、指導内容を適切に設定する。また、筆記の動作が困難な生徒について 

は、板書の精選、補助具、代替機器の活用を検討する。 

   イ 社会 

     社会に見られる課題を把握し、追及したり解決したりする活動を通して、グローバル化する国際社会に主体的に生

きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民としての資質・能力の基礎を育成する。 

 学習時の姿勢や認知の特性等に配慮する、身体の動きや意思の表出の状態に応じて、補助具や補助的手段や情報機 

器を活用するなどしながら、指導の効果を高めるようにする。 

   ウ 数学 

     数量や図形などについて事象を数学的に処理する技能を身に付けるとともに、数学的な表現を用いて表現したり、

数理的に捉えたりする資質・能力を育成し、数学で学んだことを生活や学習に活用しようとする態度を養う。 

  学習時の姿勢や認知の特性等に配慮する、身体の動きや意思の表出の状態に応じて、補助具や補助的手段や情報

機器を活用するなどしながら、指導の効果を高めるようにする。 

   エ 理科 

     自然の事物・現象についての理解を深め、観察、実験などに関する基本的な技能を身に付けるようにする。また、

自然の事物・現象を観察・実験を通して科学的に探究する力を養う。 

学習時の姿勢や認知の特性等に配慮する、身体の動きや意思の表出の状態に応じて、補助具や補助的手段や情報

機器を活用するなどしながら、指導の効果を高めるようにする。 

   オ 音楽 

     表現及び鑑賞の活動を通して、生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と豊かに関わる資質・能力を育成する。 

     学習時の姿勢や認知の特性に配慮する、身体の動きに応じて、補助具や補助的手段を活用するなどし、指導の効果

を高める。 

   カ 美術 

     表現及び鑑賞の活動を通して、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社会の中の美術や美術文化と豊かに関わる

資質・能力を育成する。 

     学習時の姿勢に配慮する、身体の動きや認知の特性に応じて、補助具や補助的手段を活用するなどし、指導の効果

を高める。 

   キ 保健体育 

     体育や保健における課題を見付け、その解決に向けた学習過程を通して、心と体を一体として捉え、生涯にわたっ

て心身の健康の保持増進と回復に取り組み、豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を育成する。 

     学習時の姿勢に配慮する、身体の動きに応じて、補助具や補助的手段を活用するなどし、指導の効果を高める。 

   ク 技術・家庭 

     生活の営みに係る見方・考え方や技術の見方・考え方を働かせ、生活や技術に関する実践的・体験的な活動を通し

て、よりよい生活の実現や持続可能な社会の構築に向けて、生活を工夫し創造する資質・能力を養う。 

     学習時の姿勢に配慮する、身体の動きに応じて、補助具や補助的手段を活用するなどし、指導の効果を高める。 

   ケ 外国語（英語） 

     外国語による聞くこと、読むこと、話すこと、書くことの言語活動を通して、簡単な情報や考えなどを理解したり

表現したり伝え合ったりするコミュニケーションを図る資質・能力を育成する。 

学習時の姿勢や認知の特性等に配慮する、身体の動きや意思の表出の状態に応じて、補助具や補助的手段や情報

機器を活用するなどし、指導の効果を高める。 

 （２）特別の教科 道徳  

   各教科等と密接な関連を図りながら、生徒の興味・関心や生活に結びついた身近な話題などの題材を通して、道徳

的価値及び人間としての生き方について自ら深く追求する態度を育て、道徳的な判断力や実践力を育成する。 

    指導に当たっては、生徒の障がいの状態や特性、経験などを把握し、生徒同士の意見交換や話し合い活動を充実

させることにより、豊かな道徳的心情を育て、道徳的判断力、実践力が身に付くように指導する。 

 



 （３）総合的な学習の時間 

   ア 生徒一人一人の生活上の課題や興味・関心等に基づいて体験的な活動を中心に展開することによって、自己の生

活と社会のつながりを見つめ、自己の状況や課題を理解し、現在や将来の自立・社会参加に向けて自己の課題解決

の方法を主体的に探究し、必要な知識・技能や態度を身に付けようとする資質や能力を育成する。 

イ 名称については、「総合学習」とする。 

ウ 学習活動の内容については、自立・社会参加に向けての課題と交流及び共同学習を取り上げる。自立・社会参加

に向けての課題では、学年や発達の段階に応じた学習課題を明確にし、中学部３か年における学習の系統性に配慮

しながら、年間を通して学年及び類型ごとの活動を中心に行う。交流及び共同学習では、他中学校の生徒とのかか

わりを通して、互いを認め合う心情と理解を深めるとともに、自己を見つめ自己の生き方を追究する意識を育てる

活動を行う。 

エ 学習活動の展開に当たっては、行動の制約に伴う直接的な体験の不十分さを補い、生徒一人一人が学習課題を見

つけ主体的に取り組めるように、具体的な体験を積極的に取り入れる。調べ活動・学習に際しては、視聴覚教材や

図書・コンピュータの活用によって情報収集を行うとともに、地域の学習機関の活用や専門家の協力を得ることで、

地域社会との交流も図るようにする。 

また、学習を通して考えたことや感じたことをまとめ、学校公開などの機会に発表活動を行い、表現する力を

育成する。 

 （４）特別活動 

ア 学級活動 

     学級や学校生活を豊かで充実したものにするため、生徒の話し合い等の自主的な活動を重視するとともに、学校

生活への適応や人間関係の形成、進路選択及び自己の生き方、健康で安全な生活を送ろうとする態度などについて、

適時、適切な指導、支援を行い、生徒が主体的に学習や学校生活に取り組むことができるように工夫する。 

イ 生徒会活動 

     生徒の障がいの状態や特性等を考慮し、生徒会役員を中心として、全生徒による専門委員会等の活動を通して、

自主的、実践的な生活態度を身に付けさせるとともに、生徒相互の連帯感や好ましい人間関係を深め、学校におけ

る共同生活の充実を図る。 

ウ 学校行事 

     各教科、道徳科、総合的な学習の時間、特別活動の他の内容及び自立活動との関連を図り、全体として調和のと

れた学校行事を展開するとともに、可能なかぎり生徒の自主的・体験的な活動を組織して、経験の拡充を図り、自

主的、自律的態度を育成する。 

     学校行事の実施に当たっては、生徒の健康・安全を考慮して負担過重にならないように配慮するとともに、各

行事のねらいを明確にし、その意義を理解させ、積極的な参加意欲を喚起するように事前及び事後指導を充実す

る。 

（５）自立活動 

自立活動チェックリスト等を参考にして実態把握を行い、個々の障がいの状態や発達の段階などを考慮して、６

区分２７項目の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的に指導内容を

設定し、指導する。 

 

○ 重複障がい学級における教育課程実施上の方針 

 ＜類型Ⅱ１＞ 

 （１）各教科 

   ア 国語 

     日常生活や社会生活、職業生活に必要な国語の知識や技能を身に付けるとともに、人との関わりの中で伝え合う力

を高め、思いや考えをまとめて伝え合おうとする態度を養う。 

     生徒の言語発達の程度や体の動きの状態に応じた指導内容を適切に設定したり、補助具などの活用を図ったりし

て、学習内容の理解が深まるように配慮する。 

   イ 社会 

     日常生活と社会的事象との関わりについて理解し、地域社会の一員としての資質・能力の基礎を育成する。 

     学習時の姿勢や認知の特性等に配慮する、身体の動きや意思の表出の状態に応じて、補助具や補助的手段や情報機

器を活用するなどしながら、指導の効果を高めるようにする。 

   ウ 数学 

     数量や図形などについて数学的に考えたり、日常の事象を数理的に捉えたりする資質・能力を育成するとともに、



数学で学んだことを生活や学習に活用しようとする態度を養う。 

     学習時の姿勢や認知の特性等に配慮する、身体の動きや意思の表出の状態に応じて、補助具や補助的手段や情報機

器を活用するなどしながら、指導の効果を高めるようにする。 

   エ 理科 

     自然の事物・現象について関係づけて調べる活動を通して、既習の内容や生活経験を基に予想し表現する力を育成

するとともに、学んだことを生活に生かそうとしたり、生物を愛護したりする態度を養う。 

     学習時の姿勢や認知の特性等に配慮する、身体の動きや意思の表出の状態に応じて、補助具や補助的手段や情報機

器を活用するなどしながら、指導の効果を高めるようにする。 

   オ 音楽 

     曲名や曲想と音楽の構造などとの関わりについて理解するとともに、音楽表現を考えて表したい思いや意図をも

ち、音や音楽を味わって聴き、協働して音楽活動をする楽しさを味わったり、様々な音楽に親しんだりすることがで

きる力の育成を目指す。 

     生徒の身体の動きや姿勢、言語理解や発声・発語の状況等に配慮した教材や補助具を効果的に活用する。 

   カ 美術 

     表現及び鑑賞の活動を通して、材料や用具の扱い方などを身に付けるとともに、自分たちの作品や美術作品などに

親しみ自分の見方や感じ方を深めながら、生活や社会の中の美術や美術文化と豊かに関わる資質・能力を育成する。 

     生徒の身体の動きや姿勢、認知の特性に配慮した材料や用具、補助具の効果的な活用を行う。 

   キ 保健体育 

     運動の基本的な技能を身に付ける、運動や健康な生活における課題を見つける、課題解決に向けて友達と考えたこ

とを他者に伝えるなどしながら、健康・安全の大切さに気付き、健康の保持増進と回復に取り組み、豊かなスポーツ

ライフを実現するための資質・能力の育成を目指す。 

     生徒の身体の動きや姿勢、認知の特性に配慮した用具、補助具の効果的な活用を行ったり、指導内容を適切に設定

したりする。 

   ク 職業・家庭 

     作業や実習に関する実践的・体験的な学習活動を通して、働くことに対する関心を高め、将来の職業生活に必要な

事柄を見いだして課題を解決する力や、生活を工夫し考えようとする態度を養う。また、衣食住などに関する実践

的・体験的な学習活動を通して、家庭の中の自分の役割を理解し、家族・家庭、衣食住、消費や環境等についての基

礎的な理解を図るとともに、家庭生活に必要な事柄について考え、課題を解決する力や、生活を工夫し考えようとす

る態度を養う。 

     学習時の姿勢に配慮する、身体の動きに応じて、補助具や補助的手段を活用するなどし、指導の効果を高める。 

   ケ 外国語（英語） 

     外国語の音声や基本的な表現に触れる活動を通して、コミュニケーションを図る素地となる資質・能力を育成す

る。 

     学習時の姿勢や認知の特性等に配慮する、身体の動きや意思の表出の状態に応じて、補助具や補助的手段や情報機

器を活用するなどし、指導の効果を高める。 

 （２）特別の教科 道徳 

    障がいによる学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲を養い、強い意志と明るい生活態度の育成を図るように 

する。具体的な場面を通し実践的な指導を行い道徳的な判断や行動がとれるようにする。 

 指導に当たっては、道徳科の時間を要として各教科、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間における道徳教育 

との密接な関連を保ちながら計画的、発展的な指導を行う。 

 （３）総合的な学習の時間 

   ア 生徒の生活上の課題や興味・関心に基づく体験的な活動を中心とした学習を通して、現在及び将来の自立・社会

参加に対する課題を生徒自らが見つけ、自ら学び、自ら考え、課題の解決に主体的に取り組む態度を育成する。 

イ 名称については「総合学習」とする。 

ウ 学習活動の内容については社会生活と自立に向けての課題と交流及び共同学習を取り上げる。社会生活と自立に

向けての課題では、学齢や発達の段階に応じた課題を明確にし、中学部３か年における学習の系統性に配慮しなが

ら、年間を通して学年及び類型ごとの活動を中心に行う。交流及び共同学習では、他中学校の生徒とのかかわりを

通して、日常と異なる集団の中での自己と他者の存在に関する理解を深めるとともに、共に行動できる意識及び態

度を育てる活動を行う。 

エ 学習活動の展開に当たっては、障がいによる行動の制約に伴う直接的な体験の不十分さを補い、生徒一人一人が

学習課題を見つけ主体的に取り組めるよう、具体的な体験や事物とのかかわりを積極的に取り入れる。調べ活動・

学習に際しては、視聴覚教材や図書・コンピュータの活用によって情報収集を行うとともに、地域の学習機関の活

用や専門家の協力を得ることで、地域社会との交流も図れるように工夫する。また、学習を通して考えたことや感

じたことをまとめ、学校公開などの機会に発表活動を行い、表現する力を育成する。 



 （４）特別活動 

    ア 学級活動 

学級を単位とした集団活動の具体的な場面を通して体験的・実践的に学び、学校生活への適応や人間関係の形成、

進路選択及び自己の生き方、健康で安全な生活を送ろうとする態度などについて、適時、適切な指導、支援を行い

生徒が主体的に学習に取り組むことができるように工夫する。 

イ 生徒会活動 

       生徒の障がいの状態や特性等を考慮し、生徒会役員を中心として、全生徒による専門委員会等の活動を通して、

自発的・能動的な生活態度を身に付けさせるとともに、生徒相互の連帯感や好ましい人間関係を深め、学校にお

ける共同生活の充実を図る。 

ウ 学校行事 

        日常の教育活動の成果を総合的に発展させる場となるように、各教科、道徳科、総合的な学習の時間、特別活

動の他の内容及び自立活動との関連を図り、全体として調和のとれた学校行事を展開するとともに、可能なかぎ

り生徒の体験的な活動を組織して、経験の拡充を図り、自主的、自律的態度を育成する。 

          学校行事の実施に当たっては、生徒の健康・安全を考慮して過重負担にならないように配慮するとともに、各

行事のねらいを明確にし、その意義を理解させ、積極的な参加意欲を喚起するように事前及び事後指導を充実す

る。 

 （５）自立活動 

   自立活動チェックリスト等を参考にして実態把握を行い、個々の障がいの状態や発達の段階などを考慮して、６

区分２７項目の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的に指導内容を

設定し、指導する。 

 

 ＜類型Ⅱ２＞ 

 （１）各教科 

   ア 国語 

     日常生活に必要な国語の知識や技能を身に付けるとともに、人との関わりの中で伝え合う力を身に付け、思いや考

えを伝え、受け止めようとする態度を養う。 

     生徒の言語発達の程度や体の動きの状態に応じた指導内容を適切に設定したり、補助具などの活用を図ったりし

て、学習内容の理解が深まるように配慮する。 

   イ 社会 

     具体的な活動や体験を通して自分と社会との関わりについて理解し、生活を豊かにしようとする習慣や技能を育成

する。 

     学習時の姿勢や認知の特性等に配慮する、身体の動きや意思の表出の状態に応じて、補助具や補助的手段や情報機

器を活用するなどしながら、指導の効果を高めるようにする。 

   ウ 数学 

     数量や図形などについての基礎的・基本的な概念や性質、直感的に捉える力などを育成し、数学で学んだことを数

学的活動を通して表現し伝え合おうとする態度を育てる。 

     学習時の姿勢や認知の特性等に配慮する、身体の動きや意思の表出の状態に応じて、補助具や補助的手段や情報機

器を活用するなどしながら、指導の効果を高めるようにする。 

   エ 理科 

     具体的な活動や体験を通して、自分と自然との関わりについて理解し、生活を豊かにしようとする習慣や技能を育

成する。 

     学習時の姿勢や認知の特性等に配慮する、身体の動きや意思の表出の状態に応じて、補助具や補助的手段や情報機

器を活用するなどしながら、指導の効果を高めるようにする。 

   オ 音楽 

     曲名や曲想と音楽のつくりについて気付くとともに、音楽表現に対する思いをもち、音や音楽に楽しくかかわり、

協働して音楽活動をする楽しさを感じることができる力の育成を目指す。 

     生徒の身体の動きや姿勢、言語理解や発声・発語の状況等に配慮した教材や補助具を効果的に活用する。 

   カ 美術 

     表現及び鑑賞の活動を通して、表したいことに合わせて材料や用具を使う、自分の見方や感じ方を広げるなどしな

がら、生活や社会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を育成することを目指す。 

     生徒の身体の動きや姿勢、認知の特性に配慮した材料や用具、補助具の効果的な活用を行う。 

   キ 保健体育 

     運動の動きを身に付ける、健康な生活の仕方を工夫する、考えたことや気付いたことを他者に伝えるなどしなが



ら、心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力の育成を目指す。 

     生徒の身体の動きや姿勢、認知の特性に配慮した用具、補助具の効果的な活用を行ったり、指導内容を適切に設定

したりする。 

   ク 職業・家庭 

     作業や実習に関する実践的・体験的な学習活動を通して、職業について関心をもち、将来の職業生活に必要な事柄

について触れ、課題を解決する力の基礎や生活を工夫しようとする態度を養う。また、衣食住などに関する実践的・

体験的な学習活動を通して、家庭の中の自分の役割に気付き、家族・家庭、衣食住、消費や環境等についての基礎的

な理解を図るとともに、家庭生活に必要な事柄について触れ、課題を解決する力の基礎や、生活を工夫しようとする

態度を養う。 

     学習時の姿勢に配慮する、身体の動きに応じて、補助具や補助的手段を活用するなどし、指導の効果を高める。 

 （２）特別の教科 道徳 

   障がいによる学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲を養い、自発的・能動的な生活態度の育成を図るよう

にする。具体的な場面を通し実践的な指導を行い、道徳的な心情、意欲、態度を身に付けさせる。        

指導に当たっては、道徳科の時間を要として各教科、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間における道徳教 

   育との密接な関連を保ちながら計画的、発展的な指導を行う。 

 （３）総合的な学習の時間 

   ア 生徒の生活上の課題や興味・関心に基づく体験的な活動を中心とした学習を通して、現在及び将来の自立・社会

参加に対する課題を生徒自らが見つけ、自ら学び、自ら考え、課題の解決に主体的に取り組む態度を育成する。 

イ 名称については「総合学習」とする。 

ウ 学習活動の内容については社会生活と自立に向けての課題と交流及び共同学習を取り上げる。社会生活と自立に

向けての課題では、学齢や発達の段階に応じた課題を明確にし、中学部３か年における学習の系統性に配慮しなが

ら、年間を通して学年及び類型ごとの活動を中心に行う。交流及び共同学習では、他中学校の生徒とのかかわりを

通して、日常と異なる集団の中での自己と他者の存在に関する理解を深めるとともに、共に行動できる意識及び態

度を育てる活動を行う。 

エ 学習活動の展開に当たっては、障がいによる行動の制約に伴う直接的な体験の不十分さを補い、生徒一人一人が

学習課題を見つけ主体的に取り組めるよう、具体的な体験や事物とのかかわりを積極的に取り入れる。調べ活動・

学習に際しては、視聴覚教材や図書・コンピュータの活用によって情報収集を行うとともに、地域の学習機関の活

用や専門家の協力を得ることで、地域社会との交流も図れるように工夫する。また、学習を通して考えたことや感

じたことをまとめ、学校公開などの機会に発表活動を行い、表現する力を育成する。 

 （４）特別活動 

    ア 学級活動 

学級を単位とした集団活動の具体的な場面を通して友達への関わり方や集団の一員として責任をもって取り組

むことなどについて体験的に学び、身に付けたことを生かしながら主体的・実践的な態度を育てる。 

イ 生徒会活動 

       生徒の障がいの状態や特性等を考慮し、生徒会役員を中心として、全生徒による専門委員会等の活動を通して、

自発的・能動的な生活態度を身に付けさせるとともに、生徒相互の連帯感や好ましい人間関係を深め、学校にお

ける共同生活の充実を図る。 

ウ  学校行事 

        日常の教育活動の成果を総合的に発展させる場となるように、各教科、道徳科、総合的な学習の時間、特別活

動の他の内容及び自立活動との関連を図り、全体として調和のとれた学校行事を展開するとともに、可能なかぎ

り生徒の体験的な活動を組織して、経験の拡充を図り、自主的、自律的態度を育成する。 

          学校行事の実施に当たっては、生徒の健康・安全を考慮して過重負担にならないように配慮するとともに、各

行事のねらいを明確にし、その意義を理解させ、積極的な参加意欲を喚起するように事前及び事後指導を充実す

る。 

 （５）自立活動 

   自立活動チェックリスト等を参考にして実態把握を行い、個々の障がいの状態や発達の段階などを考慮して、６

区分２７項目の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的に指導内容を

設定し、指導する。 

 

 ＜類型Ⅱ４＞ 

 （１）各教科 

   ア 国語 



     日常生活に必要な身近な言葉を身に付けるとともに、人との関わりの中で自分の思いを持つことができ、言葉での

やりとりを聞いて伝えようとする態度を養う。 

     生徒の言語発達の程度や体の動きの状態に応じた指導内容を適切に設定したり、補助具などの活用を図ったりし

て、学習内容の理解が深まるように配慮する。 

   イ 社会 

     具体的な活動や体験を通して自分と社会との関わりについて気付き、生活に生かそうとする習慣や技能を育成す

る。 

     学習時の姿勢や認知の特性等に配慮する、身体の動きや意思の表出の状態に応じて、補助具や補助的手段や情報機

器を活用するなどしながら、指導の効果を高めるようにする。 

   ウ 数学 

     数量や図形などについての基礎的・基本的な概念や性質などを育成し、数学で学んだことを数学的活動を通して表

現し、学習や生活に活用しようとする態度を育てる。 

     学習時の姿勢や認知の特性等に配慮する、身体の動きや意思の表出の状態に応じて、補助具や補助的手段や情報機

器を活用するなどしながら、指導の効果を高めるようにする。 

   エ 理科 

     具体的な活動や体験を通して自分や自然との関わりについて気付き、生活に生かそうとする習慣や技能を育成す

る。 

     学習時の姿勢や認知の特性等に配慮する、身体の動きや意思の表出の状態に応じて、補助具や補助的手段や情報機

器を活用するなどしながら、指導の効果を高めるようにする。 

  オ 音楽 

     曲名や曲想と簡単な音楽の作りについて気付くとともに、音楽表現を工夫することや表現することを通じて、音楽

活動をする楽しさに興味を持つことができる力の育成を目指す。 

     生徒の身体の動きや姿勢、言語理解や発声・発語の状況等に配慮した教材や補助具を効果的に活用する。 

   カ 美術 

     表現及び鑑賞の活動を通して、材料や用具を使う、表したいことを思い付く、作品の面白さや楽しさを感じ取った

りするなどしながら、生活や社会の中で形や色などと豊かに関わる資質・能力の育成を目指す。 

     生徒の身体の動きや姿勢、認知の特性に配慮した材料や用具、補助具の効果的な活用を行う。 

   キ 保健体育 

     教師の支援を受けながら楽しく運動する、楽しさや感じたことを表現する、感じたことを他者に伝えるなどしなが

ら、心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力の育成を目指す。 

     生徒の身体の動きや姿勢、認知の特性に配慮した用具、補助具の効果的な活用を行ったり、指導内容を適切に設定

したりする。 

 （２）特別の教科 道徳 

   障がいによる学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲を養い、自発的・能動的な生活態度の育成を図るよう

にする。具体的な場面を通し実践的な指導を行い、道徳的な心情、意欲、態度を身に付けさせる。        

指導に当たっては、道徳科の時間を要として各教科、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間における道徳教 

   育との密接な関連を保ちながら計画的、発展的な指導を行う。 

（３）総合的な学習の時間 

  ア 生徒の生活上の課題や興味・関心に基づく体験的な活動を中心とした学習を通して、現在及び将来の社会参加 

に対する課題解決に向けて主体的に取り組む態度を育成する。 

   イ 名称については、「総合学習」とする。 

   ウ 学習活動の内容については、社会生活に向けての課題と交流及び共同学習を取り上げる。社会生活に向けての

課題では、学齢や発達の段階に応じた課題を明確にし、中学部３か年における学習の系統性に配慮しながら、年

間を通して、日常と異なる集団の中での自己と他者の存在に関する理解を深めるとともに、共に行動できる意識

及び態度を育てる活動を行う。  

エ 学習活動の展開に当たっては、障がいによる行動の制約に伴う直接的な体験の不十分さを補い、生徒一人一人が

主体的に取り組めるよう、具体的な体験や事物とのかかわりを積極的に取り入れる。学習に際しては、視聴覚教材

や図書・コンピュータの活用によって情報収集を行うとともに、地域の学習機関の活用や専門家の協力を得ること

で、地域社会との交流も図れるように工夫する。また、学習したことを学校公開などの機会に発表活動を行い、表

現する力を育成する。 

 （４）特別活動 

    ア 学級活動 

学級を単位とした集団活動の具体的な場面を通して体験的・実践的に学び、身に付けたことを生かして、好まし

い人間関係の育成を図る。 



イ 生徒会活動 

       生徒の障がいの状態や特性等を考慮し、生徒会役員を中心として、全生徒による専門委員会等の活動を通して、

自発的・能動的な生活態度を身に付けさせるとともに、生徒相互の連帯感や好ましい人間関係を深め、学校にお

ける共同生活の充実を図る。 

ウ  学校行事 

        日常の教育活動の成果を総合的に発展させる場となるように、各教科、道徳科、総合的な学習の時間、特別活

動の他の内容及び自立活動との関連を図り、全体として調和のとれた学校行事を展開するとともに、可能なかぎ

り生徒の体験的な活動を組織して、経験の拡充を図り、自主的、自律的態度を育成する。 

          学校行事の実施に当たっては、生徒の健康・安全を考慮して過重負担にならないように配慮するとともに、各

行事のねらいを明確にし、その意義を理解させ、積極的な参加意欲を喚起するように事前及び事後指導を充実す

る。 

 （５）自立活動 

   自立活動チェックリスト等を参考にして実態把握を行い、個々の障がいの状態や発達の段階などを考慮して、６

区分２７項目の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的に指導内容を

設定し、指導する。 

 

○ 訪問学級における教育課程実施上の方針＜類型Ⅲ＞ 

 （１）自立活動   

自立活動チェックリスト等を参考にして実態把握を行い、個々の障がいの状態や発達の段階などを考慮して、６

区分２７項目の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的に指導内容を

設定し、指導する。 

 （２）特別の教科 道徳 

教師と生徒の人間関係を広げたり深めたりして、明るく健康的な生活を送ろうとする意欲を養うようにする。 

指導に当たっては、道徳科の時間を要として特別活動及び自立活動との関連を密にしながら指導する。 

（３）特別活動 

   ア 学級活動 

          集団活動の具体的な場面を通して、体験的・実践的に学び、身に付けたことを生かして、好ましい人間関係の育成 

を図る。 

イ  生徒会活動 

生徒会活動全体を通して障がいの程度に応じた社会性を育てる。生徒会行事は、活動内容に応じて参加できる 

ように配慮する。 

ウ  学校行事 

     集団活動や体験的な活動を通して社会性の向上をめざし、生活経験の拡充を図る。学校行事の参加に当たっては、 

生徒の健康と安全に配慮して実施するとともに、参加形態についても工夫する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表）                    令和３年度年間授業時数 

中学部 

    類型Ⅰ（通常の学級） 

各 教 科 等 ＼ 学 年 １年 ２年 ３年 

 

必修教科 

 

国  語 １５６ １５６ １１６ 

社  会 １１５ １１７ １５４ 

数  学 １５６ １１６ １５４ 

理  科 １１８ １５３ １５４ 

音  楽 ４８ ３８ ３８ 

美  術 ４５ ３８ ３８ 

保健体育 １１５ １１５ １１４ 

技術・家庭 ８３ ８２ ３８ 

外国語（英語） １５３ １５６ １５４ 

特別の教科 道徳 ３８ ３６ ３８ 

総合的な学習の時間 ５０ ７７ ７６ 

特別活動 学級活動 ３８ ３８ ３８ 

自 立 活 動 ５０ ４１ ４０ 

計 １１６５ １１６３ １１５２ 

学 級 編 制    

 

類型Ⅱ１（重複障がい学級） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

類型Ⅱ２（重複障がい学級） 

各 教 科 等 ＼ 学 年 １年 ２年 ３年 

各教科 

国  語 ７４ ７４ ７３ 

社  会 １８９ １８８ １８７ 

数  学 ６１ ６１ ６０ 

理  科 ９３ ９２ ９１ 

音  楽 ６５ ６６ ６４ 

美  術 ６７ ６７ ６６ 

保健体育 ７９ ７８ ７８ 

 職業・家庭 ７２ ７０ ７２ 

特別の教科 道徳 ３５ ３５ ３５ 

総合的な学習の時間 ６０ ６０ ６０ 

       特  別  活  動 ３８ ３８ ３８ 

自 立 活 動 ２４７ ２４７ ２４６ 

計 １０８０ １０７６ １０７０ 

学 級 編 制    

各 教 科 等 ＼ 学 年 １年 ２年 ３年 

各教科 

国  語 １５７ １５６ １５４ 

社  会 ７９ ７８ ７８ 

数  学 １５５ １５４ １５４ 

理  科 ７９ ７８ ７８ 

音  楽 ７７ ７７ ７６ 

美  術 ７６ ７６ ７６ 

保健体育 ７６ ７６ ７６ 

職業・家庭 ７８ ７８ ７６ 

外国語（英語） ３８ ３８ ３８ 

特別の教科 道徳 ３９ ３９ ３８ 

総合的な学習の時間 ７９ ７９ ７６ 

特  別  活  動 ３８ ３８ ３８ 

自 立 活 動 １１７ １１６ １１６ 

計 １０８８ １０８３ １０７４ 

学 級 編 制    



類型Ⅱ４（重複障がい学級） 

各 教 科 等 ＼ 学 年 １年 ２年 ３年 

 

各教科 

 

 

国  語 ５６ ５６ ７７ 

社  会 ９３ ９２ ９１ 

数  学 ５６ ５６ ７７ 

理  科 ９３ ９２ ９１ 

音  楽 ３８ ３８ ３８ 

美  術 ３９ ３９ ３８ 

保健体育 ３８ ３８ ３８ 

特別の教科 道徳 ３８ ３８ ３８ 

総合的な学習の時間 ３５ ３５ ３５ 

特 別 活 動 ３８ ３８ ３８ 

自 立 活 動 ５５７ ５５４ ５１１ 

計 １０８１ １０７６ １０７２ 

学 級 編 制    

 

 

類型Ⅲ（訪問学級） 

各 教 科 等 ＼ 学 年 １年 ２年 ３年 

特別の教科 道徳 ８ ８ ８ 

 特  別   活  動 ８ ８ ８ 

自 立 活 動 ２３６ ２３６ ２３６ 

計 ２５２ ２５２ ２５２ 

学 級 編 制    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅳ 高等部          

１ 学部目標 

（１）生徒一人一人の的確な実態把握と個に応じた指導の充実に努め、自ら課題の解決に取り組み、主体的に生きていくこ

とができる生徒の育成を目指す。 

（２）自ら考え、判断・選択、行動し、環境や他者と積極的にかかわり、心豊かに生きていくことのできる生徒の育成を目

指す。 

（３）家庭や関係機関との連携を密にしながら、健康・安全で活力ある生活を営む基礎を培い、健やかに生きていくことが

できる生徒の育成を目指す。 

２ 教育課程編成上の方針 

（１）教育課程編成の基本方針 

ア 高等学校学習指導要領及び特別支援学校学習指導要領の趣旨や、特別支援教育の基本的考え方を十分に踏まえ、生

徒の「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」をバランス良く育成し、特色ある教育や特色ある学校づくりの推進

を図るように、生徒の障がいの状態及び発達の段階や特性等を的確に把握し、学校及び高等部の実態等を考慮して編

成する。 

イ 地域社会や他の高等学校と交流及び共同学習を深め、共に理解し学び合う環境を整えられるように編成する。 

ウ 生徒の自立と社会参加の視点を重視し、学習状況や自立活動における実態を把握し、個別の指導計画を作成・評価・

改善し、それらを踏まえて適切に編成する。 

エ 高等学校に準ずる教育課程（類型Ⅰ）、重複障がい者等に関する教育課程（類型Ⅱ）と訪問教育に関する教育課程

（類型Ⅲ）の３類型で編成する。 

    類型Ⅰについては、高等学校に準じて編成する。 

    類型Ⅱについては、重複障がい者等に関する教育課程の取扱いを適用して、知的障がい者を教育する特別支援学校

の各教科の目標及び内容に代替し編成する。また、障がいの状態により、特に必要がある生徒については、各教科の

指導を取り入れながら、自立活動を主として編成する。 

  類型Ⅲについては、生徒一人一人の障がいや健康の状態を考慮して授業時数を適切に配当しながら、自立活動を主

として編成する。 

オ 生活に生きる力を育むために必要な基礎的・基本的な知識及び技能の習得を図るとともに、これらを活用して課題

を解決するために必要な力の育成を目指し、小学部、中学部との一貫性・継続性を考慮して系統的、発展的に展開で

きるよう編成する。 

（２）学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の取扱い 

    道徳教育を進めるに当たっては、学校における人間関係を深め、人間としての在り方生き方に関する指導を行う。

特に、障がいによる学習上又は生活上の困難を改善・克服し、社会生活に適応する強い意思と明るい生活態度を養う

とともに、健全な人生観の育成を図る。各教科、総合的な探究の時間、特別活動及び自立活動の中で、経験の拡充を

図り広い視野に立って道徳的判断や行動ができるような指導を行う。 

（３）学校の教育活動全体を通じて行う体育・健康の取扱い 

    健康について関心をもち、生徒一人一人が主体的に健康作りを実践し、生涯を通じて健康で安全な生活を営むため

の基礎作りを目指し、教科の指導のみならず関連教科、特別活動、自立活動などを含め日常生活における適切な体育

的活動の一層の充実を図るとともに、体力の維持増進、健康の自己管理について計画的、継続的な指導を行う。また、

望ましい食習慣の形成を図るため、給食の時間はもとより、教育活動全体を通して「食に関する指導」の充実に努め、

現在及び将来にわたる健全な心と身体を培い、豊かな人間性を育む指導を行う。 

さらに、生徒一人一人の食べる機能の発達の段階や食に関する実態に応じて食事環境を整え、学校、家庭及び医療

機関との連携を図りながら一貫した継続的な指導を行う。 

    放射線等の基礎的な性質についての理解を深めるとともに、放射線から身を守る方法等について、学校安全計画や

各教科等の指導計画に位置づけるなどして、教育活動全体を通じて計画的、組織的に指導を行い、生徒が心身ともに

健康で安全な生活を送ることができるようにする。 

性に関する指導では、心身の発育・発達や変化など自己の成熟について正しい知識を身に付けることができるよう

にする。また、男女の心身の特質を理解し、男女が互いに人格を尊重する心や態度を身に付けることができるように

する。 

（４）学校の教育活動全体を通じて行う自立活動の取扱い 

    生徒が自分の課題を乗り越えて、可能性を最大限に伸ばして、現在及び卒業後の自立・社会参加に向けて努力する

ように指導する。特に、生徒一人一人の障がいの状態や発達の段階等を的確に把握し、それに基づいて、適切な指導

目標を設定する。さらに、社会生活に必要な指導内容を明確にして、各教科等との相互の関連を図りながら教育活動

全体を通じて計画的、組織的に指導する。また、必要に応じて、外部の専門家の指導・助言を求め適切な指導ができ

るようにする。特に、医療的ケアを必要とする生徒の「健康の保持」の内容については、医師・看護師等の専門的な

知識・技能を有する者との連携協力を図り、必要な配慮をしながら指導に当たる。  

 



（５）重複障がい者等に関する教育課程の取扱い 

  ア 重複障がい者のうち、知的障がいのある生徒については、教育課程編成上の基本方針（１）エに基づいて編成する。

（類型Ⅱ１、Ⅱ２、Ⅱ３、Ⅱ４） 

（ア）類型Ⅱ１については、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業、家庭、外国語（英語）の各教

科、特別の教科である道徳（以下「道徳科」という。）（令和２・３年度入学生）、総合的な探究の時間、ホー

ムルーム活動及び自立活動で編成する。 

（イ）類型Ⅱ２については、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業、家庭、外国語（英語）の各教

科、道徳科（令和２・３年度入学生）、総合的な探究の時間、ホームルーム活動及び自立活動で編成する。 

（ウ）類型Ⅱ３については、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業、家庭の各教科、道徳科（令和

２・３年度入学生）、総合的な探究の時間、ホームルーム活動及び自立活動で編成する。 

（エ）類型Ⅱ４については、国語、数学、音楽、美術、保健体育の各教科、道徳科（令和２・３年度入学生）、総合

的な探究の時間、ホームルーム活動及び自立活動で編成する。 

  イ 障がいのため通学して教育を受けることが困難な生徒については、教員を家庭に派遣し自立活動を主として編成す

る。(類型Ⅲ) 

（６）学校教育全体を通じて行う主権者教育の取り扱い 

ア 主権者教育には、各生徒の実態や学習グループに応じて、教科（現代社会、産業社会と人間、職業）、総合的な探

究の時間、特別活動におけるホームルーム活動、生徒会活動、学校行事等を活用し、指導のねらいを明確に持ち、系

統的計画的な指導計画を立て、校内指導体制を整えて適切に指導する。 

イ 民主主義の意義のもとに、選挙や投票が行われ、その結果政治に及ぼす影響や選挙の具体的な投票方法など、政治

や選挙についての関心が高められるよう指導する。 

ウ 学校が政治的中立を確保しつつ、現実の具体的な政治的事象も取り扱い、生徒が有権者として自らの判断で権利を

行使することができるよう、教員が共通理解をもちながら具体的かつ実践的な指導を行う。 

エ 生徒が有権者としての権利を円滑に行使することができるよう、学校行事や授業の中で、具体的な投票など実際の

選挙の際に必要となる知識を得ることができるよう指導する。また、専門的な知識が得られるよう選挙管理委員会か

らゲストティーチャーを召喚したり、投票箱等を借用したりして連携を図る。 

（７）当該年度に改善または努力する事項 

卒業時の目指す生徒像を見据え、学びの履歴を確認し指導目標を明確にして、各教科等の特質に応じて言語活動を

位置づけた授業づくりに努める。 

（８）その他必要な事項 

ア 創立記念日は１１月１日（月）である。 

イ 「ふくしま教育の日」の趣旨を踏まえ、「ふくしま教育週間」の事業として１０月３０日（土）に四つ葉祭を実施

し、保護者や地域の方々に公開する。１１月２日(火)を振替休業日とする。 

ウ 第１学年の学習旅行を１０月１日（金）、第３学年の学習旅行を７月９日（金）に実施する。 

エ 第２学年の修学旅行を１０月６日（水）、７日（木）、８日（金）の２泊３日の日程で、県内にて実施する。 

  オ ８月３０日（月）を授業日とし、第２学期始業式を実施する。 

  カ ３月３日（木）は、高等部入学者選抜実施のため休業日とする。 

キ ３月１４日（月）は、高等部入学者選抜合格者発表のため休業日とする。 

ク 放射線に関する学習については、特別活動に位置づけ生徒の実態に応じて各教科等と関連づけて指導を行う。 

ケ 類型Ⅰに学校設定教科「職業生活」を設ける。 

コ 前期の産業現場等における実習は６月１４日（月）から１８日（金）の５日間に実施し、後期の産業現場等におけ

る実習は１１月８日（月）から１９日（金）の１０日間に実施する。 

 

３ 教育課程単位計画表（別表） 

 

４ 授業日数 

（１）年間授業日数 

学期／学年 第１学年 第２学年 第３学年 備   考 

第１学期 ７０日 ７０日 ７０日 
 

 

第２学期 ８０日 ８０日 ８０日 
 

 

第３学期 ４５日 ４５日 ４０日 
3学年は 3月 10日卒

業式のため 

計 １９５日 １９５日 １９０日  

（２）１単位時間５０分 



５ 教育課程実施上の方針 

〇 通常の学級における教育課程実施上の方針＜類型Ⅰ＞ 

（１）各教科 
  ア 国語 

    目的や場に応じて、自分の考えを筋道立てて話したり、効果的な表現を考えたりする活動を通し、伝え合う力を

高めるとともに、思考力を伸ばし、国語の向上を図る態度を育てる。また、優れた文学作品を読むことにより、我

が国の文化と伝統に対する関心を深め、豊かな心情を育てる。 

    自立活動の指導との密接な関連を保ち、学習効果の向上を図りながら指導を行う。 

  イ 地理歴史 

    自らの身近な生活文化や社会文化の変容などに関わる主題を設定したり、調べたり、発表したりする主体的な学

習を通して、多面的・多角的な見方や考え方を育み、世界や日本の歴史や文化を地理的・歴史的に認識できる資質

を養う。 

     生徒の興味・関心をはじめ基礎的な事項・事柄の理解度を把握し情報機器や視聴覚教材を活用しながら指導する。 

  ウ 公民 

    新聞等のメディア、各種の統計等の資料を生徒の実態に応じて教材化しながら、作業的、体験的な学習の機会を

設定して、現代社会の課題や人間としての在り方、生き方について、自己と他者の関係を考え、生活できる資質を

育てる。 

    生徒の興味・関心、基礎基本の習得状況を把握し、基礎学力を伸ばせるように配慮して指導する。 

  エ 数学 

    数学的活動を通して、基礎的・基本的知識の習得と技能の習熟を図り、事象を数学的に考察する能力を培い、数

学のよさを認識できるようにするとともに、それらを活用する態度を育てる。 

    認知の特性等に応じて指導方法を工夫したり、情報機器などを有効に活用したりして指導の効果を高める。  

オ 理科 

    自然の事象に対する関心や探求心を高め、目的意識をもって観察・実験などを行い、科学的に探究する能力と態

度を育てるとともに自然の事物・現象についての理解を深め、科学的な自然観を育てる。 

    生徒の身体の動き、認知の特性に配慮した補助具や補助的手段を工夫したり、情報機器などを有効に活用したり

して、指導効果を高める。 

  カ 保健体育 

    課題を発見し、解決に向けた学習過程を通して生涯にわたって心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライフ

を継続するための資質・能力を育成する。 

    生徒の身体の動きや姿勢に配慮した補助具や補助的手段を工夫し、指導効果を高める。 

  キ 芸術（音楽） 

     音楽の幅広い活動を通して、音楽的な見方・考え方を働かせ、主体的・協働的に音楽と幅広く関わる資質・能力

を育成する。  

    生徒の学習時の姿勢や認知の特性等に配慮し、必要に応じて情報機器や教育機器も効果的に活用するなど指導方

法を工夫する。 

  ク 芸術（美術） 

     美術の幅広い活動を通して、美的体験を豊かにし、生涯にわたり美術を愛好する心情を育てるとともに、創造的

な表現と鑑賞の能力を伸ばし、美術文化についての理解を深める。題材のねらいに応じて、技法や材料・用具等の

精選、並びに自己選択、自己決定ができるように工夫する。 

     身体の動きや認知の特性等に配慮し、補助具や補助的手段の工夫、必要に応じて情報機器等も効果的に活用する

など指導方法を工夫する。   

ケ 外国語（英語） 

    中学校及び中学部における指導との接続を図り、領域ごとの活動やそれらを統合的に活用する活動を通して、バ

ランスのとれた５領域の総合的な育成を目指す。 

    視聴覚教材や情報機器等を指導に生かしたりするとともに、ＡＬＴとのティーム・ティーチングを効果的に活用

する。また、自立活動の指導との密接な関連を保ち、学習効果の向上を図りながら指導を行う。 

コ 家庭 

生活の自立に必要な知識と技術を習得し、生活課題を主体的に解決する態度を育成する。 

生徒の身体の動きの状態に応じた教材や補助具の工夫や開発に努め、それらを活用して実習、製作等の活動に取

り組めるようにするとともに、生徒個々の実態に応じた指導内容の精選に努める。 

  サ 情報 

     社会生活の中で情報化社会や情報技術が果たしている役割や及ぼしている影響を理解し、情報モラルの必要性や

情報に対する責任について考えるとともに、情報を適切に収集・処理・発信するための基礎的な知識と技能を習得

し、情報を主体的に活用しようとする態度を育てる。 



     生徒の身体の動きを考慮し、適切な補助教材を活用しながら、効率的な授業展開をするとともに、生徒の興味・

関心の幅を広げる。 

  シ 商業 

     生徒一人一人の実態及び将来を見据えた指導内容を精選し、基礎的・基本的な知識や技術を身に付ける。より実

務に沿った実習を中心に行い、十分に活用できるよう習熟を図る。 

     生徒一人一人の学習進度に合わせた教材の準備等、資格取得に積極的に取り組むための環境づくりを行う。 

  ス 工業 

     ものづくりを通した達成感・成就感から、できる喜びを体感し、主体的に取り組む態度の育成を図る。 

     体験型実習に当たっては、基礎的な技術、技能の習得を目指し生徒個々の実態に応じて、自ら主体的に取り組む

ことのできるよう教材教具を工夫する。 

  セ 職業生活 

     自己の生き方の探究を通して、職業を選択・決定する場合に必要な能力と態度を養うとともに、将来の職業生活

や社会生活を営む上で必要な態度、技能やコミュニケーションの能力を培う。 

     体験的な活動を通して言語概念等の形成を図り、情報機器等などを有効に活用し指導の効果を高める。 

（２）道徳 

    生徒が人間としての在り方生き方を主体的に探求し豊かな自己形成ができるよう、道徳的心情、判断力、実践意欲

と態度などの道徳性を育成する。 

指導に当たっては、生徒の障がいの状態や特性、経験などを把握し、青年期の心理的発達の状態などを考慮しなが

ら、公民科やホームルーム活動を中心に各教科・科目等の特質に応じ学校の教育活動全体を通じて計画的に指導する。 

（３）総合的な探究の時間 

  ア 生徒が自己の在り方生き方、社会とのかかわり方について、自ら課題を見つけ、考え、学び、判断し、課題を解決

する能力を高めながら、主体的に将来の生活や進路を選択決定し、社会の変化に柔軟に対応できる能力や態度を育成

する。 

イ 名称については「総合」とする。 

ウ 学習活動の内容については、将来の生活や進路に向けての社会生活体験や就業体験等の活動を中心に展開する。活

動時間の設定に当たっては、実施に合わせて集中的に配当するなど、弾力的に行う。 

エ 学習活動の展開に当たっては、視聴覚教材や図書・コンピュータの活用によって情報収集を行うとともに、地域の

学習機関の活用や専門家の協力を得ることで、地域社会との交流も図るようにする。   

（４）特別活動 

  ア ホームルーム活動 

     自己理解を深め、集団の一員としての自覚を持って集団生活の充実を図っていけるようにするとともに、進路に

関すること、健康で安全な生活に関することなどの指導を行い、自立・社会参加に向けて、主体的に学習や学校生

活に取り組む態度を育てる。 

イ 生徒会活動 

     生徒自ら積極的に行事等の計画に参加し、学校生活の充実と改善向上を図る活動ができるようにする。また、生

徒会活動全体を通して、主体性、社会性を養うとともに、奉仕的態度を育てる。 

なお、交流及び共同学習においては、他校の生徒と意見を出し合い協力しながら活動することで自分自身の行動

や意識を高め、他者の考えを理解することで互いを認め合う気持ちを深められるようにする。 

ウ 学校行事 

     日常の教育活動の成果を総合的に発展させる場となるように、各教科、道徳、総合的な探究の時間、特別活動の

他の内容及び自立活動との関連を図り、全体として調和のとれた学校行事を展開するとともに、可能なかぎり生徒

の自主的・体験的な活動を組織して、経験の拡充を図り、自主的、自律的態度を育成する。 

生徒の健康と安全に配慮して実施する。特に学校生活に変化を与え、楽しく参加できるよう配慮する。また、社

会性の向上を目指し、負担過重にならない程度に自主的な活動の場を設定するよう配慮する。 

（５）自立活動 

    自立活動チェックリスト等を参考にして実態把握を行い、個々の障がいの状態や発達の段階などを考慮して、６区

分２７項目の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的に指導内容を設定

し、指導する。 

 

○ 重複障がい学級における教育課程実施上の方針 

＜類型Ⅱ１＞ 

（１）各教科 
  ア 国語 

    社会生活に必要な国語の知識や技能を身に付け、言葉のもつよさを認識するとともに、言語文化や読書に親しみ、

思いや考えを伝え合おうとする態度を育てる。また、筋道立てて考える力や豊かに感じたり想像したりする力、人



とのかかわりの中で、伝え合う力や自分の思いや考えを広げる力を養う。 

    自立活動の指導との密接な関連を保ち、学習効果の向上を図りながら指導を行う 

  イ 社会 

    社会的な見方・考え方を働かせ、社会的事象について関心をもち、その意味や意義、特色や相互の関連を考察す

る活動を通して、グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民

としての資質・能力の基礎を養う。 

    情報機器や通信ネットワークなどを活用して、情報の収集やまとめなどを行うようにする。 

 ウ 数学 

    数量や図形などについての基礎的・基本的な知識、数学的に表現・処理したりする技能、数学的な表現を用いて

表す力を育成し、数学的活動の楽しさや数学のよさを実感し、数学を生活や学習に活用しようとする態度を養う。 

    認知の特性等に応じて指導方法を工夫したり、情報機器などを有効に活用したりして指導の効果を高める。 

 エ 理科 

自然の事物・現象について、複数の側面からより妥当な考えをつくりだし、表現する力、生命を尊重する態度、

学んだことを生活に生かそうとする態度を養う。 

     生徒の身体の動き、認知の特性に配慮した補助具や補助的手段を工夫したり、情報機器などを有効に活用したり

して、指導効果を高める。 

  オ 保健体育 

    運動の楽しさや喜びを深く味わう、各種運動の技能を身に付ける、運動や健康・安全な生活における自他の課題

を見つけ解決のために仲間と考えたことを他者に伝える、決まりやルール、マナーなどを守る、仲間と協力して場

や用具の安全を確保するなどしながら、豊かなスポーツライフを継続するための資質・能力を育成する。 

     生徒の身体の動きや姿勢、認知の特性に配慮した用具、補助具や補助的手段を工夫するとともに指導内容を適切

に設定する。 

  カ 音楽 

    表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、音楽的な見方・考え方を働かせ、主体的・協働的に音楽とかかわる資質・

能力を育成する。 

    生徒の学習時の姿勢や認知の特性や意思の表出の状態等により、必要に応じて補助具や情報機器等も有効に活用

するなど指導方法を工夫する。 

  キ 美術 

    表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、表現方法を工夫して表し、美術や美術文化に対する見方や感じ方を深め、

主体的に美術活動に取り組みながら、豊かな情操を培う。 

     身体の動きや認知の特性に配慮し、材料や用具、補助具や補助的手段の工夫や活用を行う。 

  ク 外国語（英語） 

    身近で簡単な事柄について、聞くこと、話すこと、読むこと、書くことによる実際のコミュニケーションにおい

て活用できる、基礎的な力を養うようにする。 

    視聴覚教材や情報機器等を指導に生かす。また、自立活動の指導との密接な関連を保ち、学習効果の向上を図り

ながら指導を行う。 

  ケ 職業 

    進路に関する実践的・体験的な学習活動を通して、職業に関する事柄についての理解を深め、職業生活に係る技

術を育成する。また、将来の職業生活や地域生活を見据え、課題に対する解決策を考えたり表現したりする力や生

活を改善しようとする態度を養う。 

    自立活動の指導との密接な関連を保ち、学習効果の向上を図りながら指導を行う。 

  コ 家庭 

    家族・家庭生活、衣食住の生活、消費生活・環境に関する基礎的な理解を深め、それらに係る技能を育成する。

また、将来の職業生活や地域生活を見据え、課題に対する解決策を考えたり表現したりする力や生活を改善しよう

とする態度を養う。 

    生徒の実態に応じた教材や補助具を創意工夫し、実習、製作等の活動に取り組むことができるようにする。 

（２）道徳若しくは特別の教科 道徳 

 生徒一人一人の実態に応じて、生活に結びついた内容を実際的な場面で具体的に指導し、社会生活を営む上で必要

な道徳的心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を育成する。 

指導に当たっては、道徳科の時間を要として各教科等との関連を密にし、計画的、発展的な指導を行う。 

（３）総合的な探究の時間 

  ア 生徒が自己の在り方生き方、社会とのかかわり方について、自ら課題を見つけ、考え、学び、判断し、課題を解決

する能力を高めながら、主体的に将来の生活や進路を選択決定し、社会の変化に柔軟に対応できる能力や態度を育成

する。 

イ 名称については「総合」とする。 



ウ 学習活動の内容については、将来の生活や進路に向けての社会生活体験や就業体験等の活動を中心に展開する。活

動時間の設定に当たっては、実施に合わせて集中的に配当するなど、弾力的に行う。 

エ 学習活動の展開に当たっては、視聴覚教材や図書・コンピュータの活用によって情報収集を行うとともに、地域の

学習機関の活用や専門家の協力を得ることで、地域社会との交流も図るようにする。   

（４）特別活動 

  ア ホームルーム活動 

     自己理解を深め、集団の一員としての自覚を持って集団生活の充実を図っていけるようにするとともに、進路に

関すること、健康で安全な生活に関することなどの指導を行い、自立・社会参加に向けて、主体的に学習や学校生

活に取り組む態度を育てる。 

イ 生徒会活動 

     生徒自ら積極的に行事等の計画に参加し、学校生活の充実と改善向上を図る活動ができるようにする。また、生

徒会活動全体を通して、主体性、社会性を養うとともに、奉仕的態度を育てる。 

なお、交流及び共同学習においては、他校の生徒と意見を出し合い協力しながら活動することで自分自身の行動

や意識を高め、他者の考えを理解することで互いを認め合う気持ちを深められるようにする。 

ウ 学校行事 

     日常の教育活動の成果を総合的に発展させる場となるように、各教科、道徳、総合的な探究の時間、特別活動の

他の内容及び自立活動との関連を図り、全体として調和のとれた学校行事を展開するとともに、可能なかぎり生徒

の自主的・体験的な活動を組織して、経験の拡充を図り、自主的、自律的態度を育成する。 

生徒の健康と安全に配慮して実施する。特に学校生活に変化を与え、楽しく参加できるよう配慮する。 

また、社会性の向上を目指し、負担過重にならない程度に自主的な活動の場を設定するよう配慮する。 

（５）自立活動 

    自立活動チェックリスト等を参考にして実態把握を行い、個々の障がいの状態や発達の段階などを考慮して、６区

分２７項目の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的に指導内容を設定

し、指導する。 

 

＜類型Ⅱ２＞ 

（１）各教科 
  ア 国語 

    社会生活に必要な国語の知識や技能を身に付け、言葉のもつよさを知ったり、読書に親しんだりする中で、思い

や考えを伝え合おうとする態度を育てる。また、筋道立てて考える力や豊かに感じたり想像したりする力、人との

かかわりの中で、伝え合う力や自分の思いや考えをまとめることができる力を養う。 

    自立活動の指導との密接な関連を保ち、学習効果の向上を図りながら指導を行う 

  イ 社会 

    社会的な見方・考え方を働かせ、社会的事象について関心をもち、その意味や意義、特色や相互の関連を考察す

る活動を通して、グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民

としての資質・能力の基礎を養う。 

  生活に即した具体的でわかりやすい内容を取り上げ、自ら意欲的に取り組むことのできる活動の充実を図るよう

にする。 

 ウ 数学 

    数量や図形などについての基礎的・基本的な知識、具体的な事象を数学的に表現・処理する技能、数学的な表現

を用いて表す力を育成し、数学的活動の楽しさを実感し、数学で学んだことを生活や学習に活用しようとする態度

を養う。 

障がいの状態や発達の段階、認知の特性、内容の習得状況等を考慮して、指導方法を工夫する。 

 エ 理科 

自然の事物・現象について、変化させる要因とさせない要因を区別しながら調べる活動を通して、予想や仮説を

基に解決方法を考え、表現する力、生命を尊重する態度、学んだことを生活に生かそうとする態度を養う。 

     生徒の身体の動き、認知の特性に配慮した補助具や補助的手段を工夫したり、情報機器などを有効に活用したり

して、指導効果を高める。 

  オ 保健体育 

    運動の楽しさや喜びを感じる、各種運動の技能を身に付ける、運動や健康・安全な生活における課題を見つけ解

決のために仲間と考えたことを他者に伝える、決まりやルール、マナーなどを守る、仲間と協力して場や用具の安

全を確保するなどしながら、豊かなスポーツライフを継続するための資質・能力を育成する。 

    生徒の身体の動きや姿勢、認知の特性に配慮した用具、補助具や補助的手段を工夫するとともに指導内容を適切

に設定する。 

  カ 音楽 



    表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、音楽的な見方・考え方を働かせ、協働して音楽活動をする楽しさを感じな

がら様々な音楽に親しむ態度を養う。 

    生徒の学習時の姿勢や認知の特性や意思の表出の状態等により、必要に応じて補助具や情報機器等も有効に活用

するなど指導方法を工夫する。 

  キ 美術 

    表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、表現方法を工夫して表し、美術や美術文化に対する見方や感じ方を広げ、

楽しく美術活動に取り組みながら、豊かな情操を培う。 

    身体の動きや認知の特性に配慮し、材料や用具、補助具や補助的手段の工夫や活用を行う。 

  ク 外国語（英語） 

    身近で簡単な事柄について、聞くこと、話すことを中心とした実際のコミュニケーションにおいて活用できる、

基礎的な力を養う。 

    視聴覚教材や情報機器等を指導に生かす。また、自立活動の指導との密接な関連を保ち、学習効果の向上を図り

ながら指導を行う。 

 ケ 職業 

    進路に関する実践的・体験的な学習活動を通して、職業に関する事柄について理解し、職業生活に係る技術を育

成する。また、将来の職業生活や地域生活を見据え、課題に対する解決策を考えたり表現したりする力や生活を工

夫しようとする態度を養う。 

    自立活動の指導との密接な関連を保ち、学習効果の向上を図りながら指導を行う。 

  コ 家庭 

    家族・家庭生活、衣食住の生活、消費生活・環境に関する基礎的な理解を図るとともに、それらに係る技能を育

成する。また、将来の職業生活や地域生活を見据え、課題に対する解決策を考えたり表現したりする力や生活を工

夫しようとする態度を養う。 

    生徒の実態に応じた教材や補助具を創意工夫し、実習、製作等の活動に取り組むことができるようにする。 

（２）道徳若しくは特別の教科 道徳 

 一人一人の実態に応じて、生活に結びついた内容を実際的な場面で具体的に指導し、社会生活を営む上で必要な道

徳的心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を育成する。 

指導に当たっては、道徳科の時間を要として各教科等との関連を密にし、計画的、発展的な指導を行う。 

（３）総合的な探究の時間 

  ア 生徒が自己の在り方生き方、社会とのかかわり方について、自ら課題を見つけ、考え、学び、判断し、課題を解決

する能力を高めながら、主体的に将来の生活や進路を選択決定し、社会の変化に柔軟に対応できる能力や態度を育成

する。 

イ 名称については「総合」とする。 

ウ 学習活動の内容については、将来の生活や進路に向けての社会生活体験や就業体験等の活動を中心に展開する。活

動時間の設定に当たっては、実施に合わせて集中的に配当するなど、弾力的に行う。 

エ 学習活動の展開に当たっては、視聴覚教材や図書・コンピュータの活用によって情報収集を行うとともに、地域の

学習機関の活用や専門家の協力を得ることで、地域社会との交流も図るようにする。   

（４）特別活動 

  ア ホームルーム活動 

     自己理解を深め、集団の一員としての自覚を持って集団生活の充実を図っていけるようにするとともに、進路に

関すること、健康で安全な生活に関することなどの指導を行い、自立・社会参加に向けて、主体的に学習や学校生

活に取り組む態度を育てる。 

イ 生徒会活動 

     生徒自ら積極的に行事等の計画に参加し、学校生活の充実と改善向上を図る活動ができるようにする。また、生

徒会活動全体を通して、主体性、社会性を養うとともに、奉仕的態度を育てる。 

なお、交流及び共同学習においては、他校の生徒と意見を出し合い協力しながら活動することで自分の行動や意

識を高め、他者の考えを理解することで互いを認め合う気持ちを深められるようにする。 

ウ 学校行事 

     日常の教育活動の成果を総合的に発展させる場となるように、各教科、道徳、総合的な探究の時間、特別活動の

他の内容及び自立活動との関連を図り、全体として調和のとれた学校行事を展開するとともに、可能なかぎり生徒

の自主的・体験的な活動を組織して、経験の拡充を図り、自主的、自律的態度を育成する。 

生徒の健康と安全に配慮して実施する。特に学校生活に変化を与え、楽しく参加できるよう配慮する。 

また、社会性の向上を目指し、負担過重にならない程度に自主的な活動の場を設定するよう配慮する。 

（５）自立活動 

    自立活動チェックリスト等を参考にして実態把握を行い、個々の障がいの状態や発達の段階などを考慮して、６区

分２７項目の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的に指導内容を設定



し、指導する。 

 

＜類型Ⅱ３＞ 

（１）各教科 
  ア 国語 

    日常生活や社会生活、職業生活に必要な国語の知識や技能を身に付け、言葉のもつよさを感じたり図書に親しん

だりすることで、思いや考えを伝え合おうとする態度を育てる。また、筋道立てて考える力や豊かに感じたり想像

したりする力、日常生活における人とのかかわりの中で、伝え合う力や自分の思いをまとめることができる力を養

う。 

    自立活動の指導との密接な関連を保ち、学習効果の向上を図りながら指導を行う 

  イ 社会 

    社会的な見方・考え方を働かせ、日常生活にかかわる社会的事象について関心をもち、具体的に考えたり関連つ

けたりする活動を通して、自立し生活を豊かにするとともに、平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民

としての資質・能力の基礎を養う。 

  地域の実態を生かして、生徒が興味・関心をもって取り組めるようにするとともに、観察や見学などの具体的な

体験を伴う学習を通し、自分自身の生活と結び付けて考えたりまとめたりできるようにする 

 ウ 数学 

    数量や図形などについての基礎的な知識や技能、数学的に表現する力を育成し、数学的活動の楽しさに気付き、

数学で学んだことを生活や学習に活用しようとする態度を養う。 

障がいの状態や発達の段階、認知の特性、内容の習得状況等を考慮して、指導方法を工夫する。 

 エ 理科 

自然の事物・現象について、観察・実験などに関する初歩的な技術を身に付けるとともに、予想や仮説を立てる

力、自然を愛する心情、学んだことを日常生活や社会生活などに生かそうとする態度を養う。 

     生徒の身体の動き、認知の特性に配慮した補助具や補助的手段を工夫したり、情報機器などを有効に活用したり

して、指導効果を高める。 

  オ 保健体育 

    運動の楽しさや喜びを感じる、基本的な技能を身に付ける、自分自身やグループの課題を見つけ解決のために友

達と考えたことを他者に伝える、簡単なルールやきまりを守るなどしながら、心身の健康を保持増進し、豊かなス

ポーツライフを実現するための資質・能力を育成する。 

    生徒の身体の動きや姿勢、認知の特性に配慮した用具、補助具や補助的手段を工夫するとともに指導内容を適切

に設定する。 

  カ 音楽 

    表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、音楽的な見方・考え方を働かせ、協働して音楽活動をする楽しさを感じな

がら様々な音楽に親しむ態度を養う。 

    生徒の学習時の姿勢や認知の特性や意思の表出の状態等により、必要に応じて補助具や情報機器等も有効に活用

するなど指導方法を工夫する。 

  キ 美術 

    表現及び鑑賞の活動を通して、表したいことに合わせて材料や用具を使い、自分の見方や感じ方を深めながら、

豊かな情操を培う。 

    身体の動きや認知の特性に配慮し、材料や用具、補助具や補助的手段の工夫や活用を行う。 

 ク 職業 

    進路に関する実践的・体験的な学習活動を通して、職業に関する事柄について理解し、職業生活に係る技術を育

成する。また、将来の職業生活や地域生活を見据え、課題に対する解決策を考えたり表現したりする力や生活を工

夫しようとする態度を養う。 

    自立活動の指導との密接な関連を保ち、学習効果の向上を図りながら指導を行う。 

  ケ 家庭 

    家族・家庭生活、衣食住の生活、消費生活・環境に関する基礎的な理解を図るとともに、それらに係る技能を育

成する。また、将来の職業生活や地域生活を見据え、課題に対する解決策を考えたり表現したりする力や生活を工

夫しようとする態度を養う。 

    生徒の実態に応じた教材や補助具を創意工夫し、実習、製作等の活動に取り組むことができるようにする。 

（２）道徳若しくは特別の教科 道徳 

 一人一人の実態に応じて、生活に結びついた内容を実際的な場面で具体的に指導し、社会生活を営む上で必要な道

徳的心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を育成する。 

指導に当たっては、道徳科の時間を要として各教科等との関連を密にし、計画的、発展的な指導を行う。 

（３）総合的な探究の時間 



  ア 生徒が自己の在り方生き方、社会とのかかわり方について、自ら課題を見つけ、考え、学び、判断し、課題を解決

する能力を高めながら、主体的に将来の生活や進路を選択決定し、社会の変化に柔軟に対応できる能力や態度を育成

する。 

イ 名称については「総合」とする。 

ウ 学習活動の内容については、将来の生活や進路に向けての社会生活体験や就業体験等の活動を中心に展開する。活

動時間の設定に当たっては、実施に合わせて集中的に配当するなど、弾力的に行う。 

エ 学習活動の展開に当たっては、視聴覚教材や図書・コンピュータの活用によって情報収集を行うとともに、地域の

学習機関の活用や専門家の協力を得ることで、地域社会との交流も図るようにする。   

（４）特別活動 

  ア ホームルーム活動 

     自己理解を深め、集団の一員としての自覚を持って集団生活の充実を図っていけるようにするとともに、進路に

関すること、健康で安全な生活に関することなどの指導を行い、自立・社会参加に向けて、主体的に学習や学校生

活に取り組む態度を育てる。 

イ 生徒会活動 

     生徒自ら積極的に行事等の計画に参加し、学校生活の充実と改善向上を図る活動ができるようにする。また、生

徒会活動全体を通して、主体性、社会性を養うとともに、奉仕的態度を育てる。 

なお、交流及び共同学習においては、他校の生徒と意見を出し合い協力しながら活動することで自分の行動や意

識を高め、他者の考えを理解することで互いを認め合う気持ちを深められるようにする。 

ウ 学校行事 

     日常の教育活動の成果を総合的に発展させる場となるように、各教科、道徳、総合的な探究の時間、特別活動の

他の内容及び自立活動との関連を図り、全体として調和のとれた学校行事を展開するとともに、可能なかぎり生徒

の自主的・体験的な活動を組織して、経験の拡充を図り、自主的、自律的態度を育成する。 

生徒の健康と安全に配慮して実施する。特に学校生活に変化を与え、楽しく参加できるよう配慮する。 

また、社会性の向上を目指し、負担過重にならない程度に自主的な活動の場を設定するよう配慮する。 

（５）自立活動 

    自立活動チェックリスト等を参考にして実態把握を行い、個々の障がいの状態や発達の段階などを考慮して、６区

分２７項目の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的に指導内容を設定

し、指導する。 

 

＜類型Ⅱ４＞ 

（１）各教科 
  ア 国語 

    日常生活に必要な国語の知識や技能を身に付ける活動の中で、言葉のもつよさを感じたり図書に親しんだりしな

がら、思いや考えを伝えたり、受け止めたりしようとする態度を育てる。また、出来事の順序を思い出す力や感じ

たり想像したりする力、日常生活での人とのかかわりの中で、伝え合う力を身に付け、思いついたり考えたりする

ことができる力を養う。 

    自立活動の指導との密接な関連を保ち、学習効果の向上を図りながら指導を行う 

 イ 数学 

    数量や図形などについての基礎的・基本的な概念や性質などに気付き感じ取る力を養い、数学で学んだことを数

学的活動を通して学習や生活に活用しようとする態度を養う。 

自立活動の指導との密接な関連を保ち、学習効果の向上を図りながら指導する。 

  ウ 保健体育 

    運動の楽しさを感じ、それを他者に伝えるなどしながら心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現

するための資質・能力を育成する。 

    生徒の身体の動きや姿勢、認知の特性に配慮した用具、補助具や補助的手段を工夫するとともに指導内容を適切

に設定する。 

  エ 音楽 

    表現及び鑑賞の活動を通して、音や音楽に楽しく関わり、音楽経験を生かして生活を明るく楽しいものにしよう

とする態度を養う。 

    生徒の学習時の姿勢や身体の動き、認知の特性や意思の表出の状態等により、必要に応じて補助具や情報機器等

も有効に活用するなど指導方法を工夫する。また、指導に当たっては、自立活動の時間における指導との密接な関

連を図る。 

 オ 美術 

    表現及び鑑賞の活動を通して、表したいことに合わせて材料や用具を使い、自分の見方や感じ方を広げながら、

豊かな情操を培う。 



    身体の動きや認知の特性に配慮し、材料や用具、補助具や補助的手段を工夫するとともに、自立活動の時間にお

ける指導との密接な関連を図る。 

（２）道徳若しくは特別の教科 道徳 

    明るく健康に生活する意欲を養うために、生徒一人一人の実態に応じて、生活に結びついた内容を実際的な場面で

指導するとともに、道徳科の時間を要として各教科等との関連を密にし、計画的、発展的な指導を行う。 

（３）総合的な探究の時間 

  ア 将来の生活に向けての体験的な学習を通して、社会生活に親しみ、主体的に意思表示し、社会の変化に柔軟に対応

できる能力や態度を育成する。 

イ 名称については「総合」とする。 

ウ 学習活動の内容については、将来の生活や進路に向けての社会生活体験や就業体験等の活動を中心に展開する。活

動時間の設定に当たっては、実施に合わせて集中的に配当するなど、弾力的に行う。  

エ 学習活動の展開に当たっては、体験や経験の広がりを補うために、生徒一人一人が学習課題に対して取り組むこと

ができるように具体的な体験や事物とのかかわりを積極的に取り入れる。 

（４）特別活動 

  ア ホームルーム活動 

実際的な場面で具体的な活動を通して、集団の一員としての自覚を深め、集団生活の充実を図っていけるように

するとともに、進路に関すること、健康で安全な生活に関すること等について主体的に取り組もうとする態度を育

てる。 

イ 生徒会活動 

生徒会活動への参加を通して、学年、学級を越えた集団とかかわる中で、集団活動の経験を積み重ねていくこと

により、主体性、社会性を養うとともに、奉仕的態度を育てる。 

なお、交流及び共同学習においては、他校の生徒と共により大きな集団で活動することで、大きな集団での活動

の楽しさを味わい、互いに協力し理解し合う態度を育てられるようにする。 

ウ 学校行事 

     生徒の健康と安全に配慮して実施する。特に学校生活に変化を与え、楽しく参加できるよう配慮する。また、社

会性の向上をめざし、負担過重にならない程度にできるだけ自主的な活動の場を設定するように配慮する。 

（５）自立活動 

    自立活動チェックリスト等を参考にして実態把握を行い、個々の障がいの状態や発達の段階などを考慮して、６区

分２７項目の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的に指導内容を設定

し、指導する。 

 

○ 訪問学級における教育課程実施上の方針＜類型Ⅲ＞ 

（１）自立活動  

自立活動チェックリスト等を参考にして実態把握を行い、個々の障がいの状態や発達の段階などを考慮して、６区

分２７項目の内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連づけて具体的に指導内容を設定

し、指導する。 

（２）道徳若しくは特別の教科 道徳 

    明るく健康的に生活する意欲を養うため、生徒の発達段階を十分に考慮し、道徳科の時間を要として特別活動及び

自立活動との関連を密にしながら教育活動全体を通して指導する。 

（３）特別活動 

  ア ホームルーム活動 

具体的な活動を通して、集団生活の充実を図っていけるようにするとともに、進路に関すること、健康で安全な

生活に関すること等について主体的に取り組もうとする態度を育てる。指導に当たっては、家庭でも集団を意識で

きるような方法や形態を工夫する。 

  イ 生徒会活動 

     生徒会活動への参加を通して、より多くの人とのかかわりを積み重ねていくことにより、集団の一員としての自

覚や奉仕的な態度を育てる。指導に当たっては、スクーリングだけではなく、家庭で参加できる方法や形態を工夫

し指導する。 

  ウ 学校行事 

     集団活動や体験的な活動を通して社会性の向上をめざし、経験の拡充を図る。学校行事の参加に当たっては、生

徒の健康と安全に配慮して実施するとともに、参加形態についても工夫する。 

 

 

 

 

 



（別表） 令和３年度 教育課程単位計画表 

全日制の課程 普通科 類型Ⅰ（通常の学級） 

入学年度  学年 ３１・２・３ 

必 

 

 

 

 

 

修 

教科 科目 １年 ２年 ３年 

国語 

国語総合 ４ ２  

国語表現  ２ ２ 

現代文Ａ   ３ 

地理歴史 
世界史Ａ   ２ 

地理Ａ  ２  

公民 現代社会 ３   

数学 

数学Ⅰ ３   

数学Ⅱ  １ ３ 

数学Ａ １ ２  

理科 

化学基礎   ２ 

物理基礎  ２  

生物基礎 ２   

保健体育 
体育 ２ ２ ３ 

保健 １ １  

芸術 
音楽Ⅰ ２   

美術Ⅰ   ２ 

外国語 

コミュニケーション英語Ⅰ ４   

コミュニケーション英語Ⅱ  ２ ２ 

英語表現Ⅰ  ２ ２ 

家庭 家庭基礎 ２   

情報 社会と情報 ２ ２  

学校設定教科 産業社会と人間 １ １ １ 

選 

 

 

 

択 

ⓐ 

国語 現代文Ｂ  ３ ２ 

数学 数学Ｂ  ３ ２ 

外国語 

（英語） 
英語表現  ３ ３ 

ⓑ 家庭 
服飾手芸  ３ ２ 

フードデザイン  ３ ３ 

ⓒ 工業 

工業技術基礎  ３  

情報技術基礎   ２ 

課題研究  ３ ３ 

ⓓ 商業 
情報処理  ２ ２ 

簿記  ４ ３ 

総合的な探究の時間 １ １ １ 

小計 ２８ ２８ ２８ 

ホームルーム活動 １ １ １ 

自立活動 １ １ １ 

計 ３０ ３０ ３０ 

学級編制 １   

※ⓐについては、大学、短大等進学を希望する生徒の選択科目とする。また、英語表現は２年間履修し、その他の２科目は選択と

する。 

※ⓑ～ⓓの選択する科目数と単位数については、２学年時２科目６単位、３学年時２科目５単位を選択する。 

 

 



令和２年度・３年度入学  

Ⅱ１（重複障がい学級） 

各教科等 ＼ 学年 １年 ２年 ３年 

国 語 ７３ ７１ ７１ 

社 会 ７０ ７０ ７０ 

数 学 ７１ ７１ ７１ 

理 科 ７０ ７０ ７０ 

音 楽 ７０ ７０ ７０ 

美 術 ７２ ７０ ７０ 

保 健 体 育 １０５ １０５ １０５ 

職 業 ２１０ ２１０ ２１０ 

家 庭 ７２ ７２ ７０ 

外 国 語 （ 英 語 ） ７０ ７０ ７０ 

特 別 の 教 科  道 徳 ３５ ３５ ３５ 

総 合 的 な 探 究 の 時 間 ３５ ３５ ３５ 

ホ ー ム ル ー ム 活 動 ４２ ３５ ３５ 

自 立 活 動 ７０ ７０ ７０ 

計 １０６５ １０５４ １０５２ 

学 級 編 制    

 

類型Ⅱ２（重複障がい学級） 

各教科等 ＼ 学年 １年 ２年 ３年 

国 語 ７３ ７１ ７１ 

社 会 ７０ ７０ ７０ 

数 学 ７１ ７１ ７１ 

理 科 ７０ ７０ ７０ 

音 楽 ７０ ７０ ７０ 

美 術 ７２ ７０ ７０ 

保 健 体 育 ７０ ７０ ７０ 

職 業 ２１０ ２１０ ２１０ 

家 庭 ７２ ７２ ７０ 

外 国 語 （ 英 語 ） ７０ ７０ ７０ 

特 別 の 教 科  道 徳 ３５ ３５ ３５ 

総 合 的 な 探 究 の 時 間 ３５ ３５ ３５ 

ホ ー ム ル ー ム 活 動 ４２ ３５ ３５ 

自 立 活 動 １０５ １０５ １０５ 

計 １０６５ １０５４ １０５２ 

学 級 編 制    

 

類型Ⅱ３（重複障がい学級） 

各教科等 ＼ 学年 １年 ２年 ３年 

国 語 ７３ ７１ ７０ 

社 会 ７０ ７０ ７０ 

数 学 ７１ ７１ ７１ 

理 科 ７０ ７０ ７０ 

音 楽 ７０ ７０ ７０ 

美 術 ７２ ７０ ７１ 

保 健 体 育 ７０ ７０ ７０ 

職   業   １７５ １７５ １７５ 

家 庭 １４２ １４２ １４０ 

特 別 の 教 科  道 徳 ３５ ３５ ３５ 

総 合 的 な 探 究 の 時 間 ３５ ３５ ３５ 

ホ ー ム ル ー ム 活 動 ４２ ３５ ３５ 



自 立 活 動 １４０ １４０ １４０ 

計 １０６５ １０５４ １０５２ 

学 級 編 制    

 

類型Ⅱ４（重複障がい学級） 

各教科等 ＼ 学年 １年 ２年 ３年 

国 語 ７１ ７０ ７０ 

数 学 ７１ ７０ ７０ 

音 楽 ７２ ７０ ７０ 

美 術 ７０ ７０ ７０ 

保 健 体 育 ７０ ７０ ７０ 

特 別 の 教 科  道 徳 ３５ ３５ ３５ 

総 合 的 な 探 究 の 時 間 ３５ ３５ ３５ 

ホ ー ム ル ー ム 活 動 ４１ ３５ ３５ 

自 立 活 動 ６００ ５９９ ５９７ 

計 １０６５ １０５４ １０５２ 

学 級 編 制    

 

類型Ⅲ（訪問学級） 

各教科等 ＼ 学年 １年 ２年 ３年 

特 別 の 教 科  道 徳 ８ ８ ８ 

特 別 活 動 ８ ８ ８ 

自 立 活 動 ２３６ ２３６ ２３６ 

計 ２５２ ２５２ ２５２ 

学 級 編 制    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成３１年度入学 

類型Ⅱ１（重複障がい学級） 

各教科等 ＼ 学年 １年 ２年 ３年 

国 語 ７３ ７１ ７１ 

社 会 ７０ ７０ ７０ 

数 学 ７１ ７１ ７１ 

理 科 ７０ ７０ ７０ 

音 楽 ７０ ７０ ７０ 

美 術 ７２ ７０ ７０ 

保 健 体 育 １０５ １０５ １０５ 

職 業 ２１０ ２１０ ２１０ 

家 庭 ７２ ７２ ７０ 

外 国 語 （ 英 語 ） ７０ ７０ ７０ 

総 合 的 な 探 究 の 時 間 ３５ ３５ ３５ 

ホ ー ム ル ー ム 活 動 ７７ ７０ ７０ 

自 立 活 動 ７０ ７０ ７０ 

計 １０６５ １０５４ １０５２ 

学 級 編 制    

類型Ⅱ２（重複障がい学級） 

各教科等 ＼ 学年 １年 ２年 ３年 

国 語 ７３ ７１ ７１ 

社 会 ７０ ７０ ７０ 

数 学 ７１ ７１ ７１ 

理 科 ７０ ７０ ７０ 

音 楽 ７０ ７０ ７０ 

美 術 ７２ ７０ ７０ 

保 健 体 育 ７０ ７０ ７０ 

職 業 ２１０ ２１０ ２１０ 

家 庭 ７２ ７２ ７０ 

外 国 語 （ 英 語 ） ７０ ７０ ７０ 

総 合 的 な 探 究 の 時 間 ３５ ３５ ３５ 

ホ ー ム ル ー ム 活 動 ７７ ７０ ７０ 

自 立 活 動 １０５ １０５ １０５ 

計 １０６５ １０５４ １０５２ 

学 級 編 制    

類型Ⅱ３（重複障がい学級） 

各教科等 ＼ 学年 １年 ２年 ３年 

国 語 ７３ ７１ ７０ 

社 会 ７０ ７０ ７０ 

数 学 ７１ ７１ ７１ 

理 科 ７０ ７０ ７０ 

音 楽 ７０ ７０ ７０ 

美 術 ７２ ７０ ７１ 

保 健 体 育 ７０ ７０ ７０ 

職   業   １７５ １７５ １７５ 

家 庭 １４２ １４２ １４０ 

総 合 的 な 探 究 の 時 間 ３５ ３５ ３５ 

ホ ー ム ル ー ム 活 動 ７７ ７０ ７０ 

自 立 活 動 １４０ １４０ １４０ 

計 １０６５ １０５４ １０５２ 

学 級 編 制    

 

 



類型Ⅱ４（重複障がい学級） 

各教科等 ＼ 学年 １年 ２年 ３年 

国 語 ７１ ７０ ７０ 

数 学 ７１ ７０ ７０ 

音 楽 ７２ ７０ ７０ 

美 術 ７０ ７０ ７０ 

保 健 体 育 ７０ ７０ ７０ 

総 合 的 な 探 究 の 時 間 ３５ ３５ ３５ 

ホ ー ム ル ー ム 活 動 ７６ ７０ ７０ 

自 立 活 動 ６００ ５９９ ５９７ 

計 １０６５ １０５４ １０５２ 

学 級 編 制    

 

類型Ⅲ（訪問学級） 

各教科等 ＼ 学年 １年 ２年 ３年 

ホ ー ム ル ー ム 活 動 ８ ８ ８ 

自 立 活 動 ２４４ ２４４ ２４４ 

計 ２５２ ２５２ ２５２ 

学 級 編 制    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


